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 １．議事日程（平成27年第４回北広島町議会定例会） 

平成２７年１２月１１日 

午 前 １ ０ 時 開 議 

於 議 場 

日程第１        一般質問 

日程第２ 議案第１１５号 財産の取得について 

（事業用機械器具（林業仕様バックホー）） 

日程第３ 議案第１１６号 財産の取得について 

            （芸北中学校建築に伴う家具等一式） 

 

一般質問 

 ≪参考≫ 

伊 藤 久 幸 平成28年度予算編成は 

浜 田 芳 晴 次世代を考えるパート６ 

次世代を考えるパート７ 

中 田 節 雄 町長の政治施政を問う 

行政文書の文字を大きくするべきではないか 

田 村 忠 紘 ４５年後の人口目標を聞く 

 

 ２．出席議員は次のとおりである。 

 

 １番 真 倉 和 之  ２番 中 田 節 雄  ３番 久茂谷 美保之 

 ４番 藤 堂 修 壮  ５番 梅 尾 泰 文  ６番 森 脇 誠 悟 

 ８番 室 坂 光 治  ９番 中 村 勝 義 １０番 伊 藤 久 幸 

１１番 浜 田 芳 晴 １２番 藤 井 勝 丸 １３番 蔵 升 芳 信 

１４番 田 村 忠 紘 １５番 美 濃 孝 二 １６番 大 林 正 行 

１７番 宮 本 裕 之 １８番 加  計 雅  章   

 

 ３．欠席議員は次のとおりである。 

 

 ７番 

１０番 

柿 原 徳 則 

伊 藤 久 幸 

  

（午前11時～午後2時53分まで欠席） 

 

 ４．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

 

町  長 箕 野 博 司 副 町 長 空 田 賢 治 教 育 長 池 田 庄 策 

芸北支所長 成 瀬 哲 彦 大朝支所長 斎 藤 幸 司 豊平支所長 多 川 信 之 

危機管理監 松 浦  誠 総 務 課 長 古 川 達 也 財 政 課 長 信 上 英 昭 

企 画 課 長 山 根 秀 紀 税 務 課 長 畑 田 正 法  福 祉 課 長 清 見 宣 正 

保 健 課 長 多 田 誠 子 農 林 課 長 藤 浦 直 人 建 設 課 長 砂 田 寿 紀 



 

- 132 - 

町 民 課 長 輪 田 孔 俊 上下水道課長 清 水 繁 昭 消 防 長 田 辺 弘 司 

学校教育課長 石 坪 隆 雄 生涯学習課長 佐々木 直 彦 商工観光課長 隅 田 好 則 

会計管理者 三 宅 正 登 国土調査事務所長 石 川  斎 豊平病院事務部長 佐々木 靖 志 

 

５．職務のため議場に出席した事務局職員 

 

  議会事務局長  佐 伯 孝 之    議会事務局  田 辺 五 月 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午 前 １０時 ００分  開 議 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

○議長（加計雅章） おはようございます。ただいまの出席議員は１７名です。定足数に達してお

りますので、本日の会議を開きます。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第１ 一般質問 

 

○議長（加計雅章） 日程第１、昨日に引き続き、一般質問を行います。質問時間は３０分以内で、

答弁においても簡潔に行うようにお願いしておきます。質問者及び答弁者は、マイクを正面に

向けて行ってください。質問の通告を受けておりますので、１０番、伊藤議員の発言を許しま

す。 

○１０番（伊藤久幸） １０番、伊藤です。平成２８年度予算編成はについて質問いたします。明

るく元気なまちづくりの実現に向け、箕野町政が発足してはや３年が経過し、任期４年の最終

年に当たる予算編成が今行われていることと思います。この予算編成について今回質問いたし

ます。私は、平成２８年度予算、集大成予算と位置づけ、箕野町政最終年の集大成としての予

算として期待を大いにするものであります。どのような予算になるのか。めり張りのある期待

できる予算として思っておりますので、答弁のほうよろしくお願いいたします。まず、３年間

の成果、課題は何があるか。それを踏まえて２８年度予算はどういった予算になるのかお尋ね

いたします。 

○議長（加計雅章） 財政課長。 

○財政課長（信上英昭） それでは財政課のほうからご答弁のほうさせていただきます。町長就任

以来、明るく元気なまちづくりの公約実現に向けまして、町民の皆さんを初めとして幅広い分

野からご意見やご要望をお聞きしながら、諸事業に取り組んでまいりました。その中でも公約

の最優先課題として位置づけました道の駅第２期整備の見直し、高校生までの医療費無料化の

実現、そのステップとしまして、中学生までの医療費助成の拡充、政策立案室の設置にいち早

く取り組みました。このほか若者定住を中心とした定住対策、子育て支援策、支所を拠点とし
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たまちづくりとして、集落活性化対策の基盤づくり、観光交流の促進、産業、経済の活性化対

策などにも積極的に取り組んできたところであります。成果としまして、人口動態における転

入・転出の社会動態がプラスに転じるなど、徐々に成果があらわれているものと考えておりま

す。平成２８年度の予算編成に当たりましては、これまでの成果を踏まえながら、北広島町総

合戦略に基づく事業展開を重点的に実施してまいります。以上でございます。 

○議長（加計雅章） 伊藤議員。 

○１０番（伊藤久幸） それぞれ述べられまして、それなりの成果があったということであります

が、今、それぞれの成果の中で、突出したといいますか、そうしたものがあまり見当たらない。

私思うんですが、平成２８年度予算に新しく高校生が入ります。１８歳が。そうしたのを入れ

るということになると、もっともっとめり張りの利いた予算編成にしなくてはならないという

ふうに思います。といいますのも、今、全体的に国、県含め政治離れ、政治に関心のない層が

だんだん増えつつある。当町においても、そうした傾向が伺え、選挙、あるいはそうしたもの

で、だんだん得票率が減ってくるというようなこともあります。そういうことを踏まえて、目

を向ける施策、魅力ある施策を打ち出さないと政治離れは進むということになりますので、そ

うした政治離れにならないような町政というものは考えられないかというふうに思います。昨

日、同僚議員が、やる気になれば何でもできるのが町長であり町政である。違法なことでない

限りはできるというようなことを言われ、まさに、私は、これは長野県の川上村の村長さんが

言われた、まさに名言だと思います。議員の皆さん方、本当に私も含めてですが、皆さんが町

長になりたいという気はいっぱい、ほとんどの人がそういうふうに思っておられるんじゃなか

ろうかと思うわけですが、そうした面で、新しいめり張りの利いた施策というものはないもの

かというふうに思うわけですが、定住促進いろいろやっておられます。しかし近隣市町、ほと

んど同じような施策、それ以上の施策を皆踏んでやっておられますので、当町が突出している

わけではないと思います。そこら踏まえて、突出したといいますか、新しい新規事業は２８年

度に考えられないか、そこをお伺いします。 

○議長（加計雅章） 町長。 

○町長（箕野博司） ２８年度予算、今いろいろ積み上げはしておる、具体的なものは、これから

精査していくということになろうと思います。総合戦略でいろいろ取り組むべき施策等を頭出

しをしておりますので、それらを効果が高いと思われるものから優先的に進めていきたいとい

うふうに思っております。できるだけめり張りのついたものになればというふうに思いますが、

総合的な施策によって、いろいろな効果は出てくるものだというふうに思っておりますので、

１８歳の選挙権ということもありますけども、だから高校生、１８歳の者に歓迎してもらえる

ような施策をということにはなかなかならないというふうに思っておりますが、効果の高い施

策を打ち出していきたいというふうに思っております。 

○議長（加計雅章） 伊藤議員。 

○１０番（伊藤久幸） 効果の高い施策を期待するところですが、北広島町の最大の特徴として定

住促進策、今からやらなくてはいけない施策として、昼間の人口は多いということがずっと言

われております。これは他の市町からいうと、大変うらやましいことであって、昨日もいろい

ろありましたけども、３割程度の若者が北広島町の企業に通勤している。ここらあたりをどの

ようにして定住させる方法を生み出すことはできないかというふうに思うわけですが、現在も、

今それなりにそうした方策をとっておられると思うわけですが、どのような方策をとっておら
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れるか、お聞きします。 

○議長（加計雅章） 企画課長。 

○企画課長（山根秀紀） 企画課から回答させていただきます。一般的な定住対策としましては、

住む所の支援をまずさせていただいております。それから、昨日も申し上げましたけれども、

町内多く空き家がございます。空き家を登録していただいて、それを賃貸なり売買で、その家

に定住していただく。そういったもの。今、議員が言われました昼間の人口が多いという部分、

これがまだ本町の取り組みの部分で欠けている部分だというふうに思います。町内企業マッチ

ングプロジェクトといいまして、基本的には町内の企業の皆さんのマッチングをしていくため

のものとして考えておりますけども、その専用の職員を雇用するなりして、それに当たってい

くということで思っておりますが、同時に、その企業とのパイプ役というか、それを果たして

もらって、今の町の定住施策等のＰＲ、また働きかけをしていくことができないかというふう

に現在考えております。 

○議長（加計雅章） 伊藤議員。 

○１０番（伊藤久幸） それなりにやっておられるということですが、やることはやったけど、成

果が得られないと意味がないんですよ。そこらを踏まえて、もっと足を使って、汗をかいて、

出向いてやると、説明会開くと、北広島町のいいところをどんどん出すと、教えてあげると、

どうぞ北広島町に住んでくださいという姿勢をどんどん出していただきたい。でないと、なか

なか心はつかめないということは言えると思います。それと都市部、都市部といいますか、東

京都、大阪含め都会ですね。都会の若者が田舎に移住したい、住みたいという若者が４万から

５万いる、ざくっとだろうと思うわけですが、いるというふうに言われております。そうした

都会への北広島町の情報提供、若者に来ていただく情報提供、それから、どうやって暮らすの

か、就職先というか、仕事というか、そうしたものも含めて、ただ単にホームページを出して

おりますというだけでは、これはどこの県もやっているんですよ。県も出し、町もやっている

んです。そこらのところで、北広島町の売りは、最大の売りは何かということを教えていただ

くのと、それからどのようにして、今そうした都会への情報発信をやっておられるのか、お聞

きします。 

○議長（加計雅章） 企画課長。 

○企画課長（山根秀紀） 本町の売りというのは多くあるというふうに思っております。先日もお

答えしましたけども、本町が持っている自然、歴史、やはり町内に住んでおられる方の人間性

といいますか、町外から来られる方を温かく迎えていただけるそういった風土、それが非常に

私は大きなものだろうと思います。町がいろいろ支援施策等打っておりますけども、当然それ

も必要ですが、やはり入ってこられた方をいかに地域で温かく迎えていただいて、ともに地域

おこしをやっていこうという雰囲気になっていただけるのかというのが非常に大切な部分だと

いうふうに思います。そういったところが本町にはあると思いますので、それをＰＲしていき

たい。それは、やはりもう既に定住されている方が十分感じておられまして、その方々のネッ

トワーク等で、さらに定住で来ていただいている方が増えている状況もございます。都市部へ

のＰＲですけども、例えば東京で行っております定住フェア等に定期的に行きまして、本町の

定住施策ですとか空き家情報等提供しておりますけども、議員言われますように、もっともっ

と出ていって、受け身ではなくて、本町のいいところ、本町のいいところを知っていただいて

いない方もたくさんおられると思いますので、それをどうやって知っていただくかというのが
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大切な部分だというふうに思いますので、中身の充実とあわせて、そのＰＲをしていくという

部分、同じように取り組んでいきたいと思っております。 

○議長（加計雅章） 伊藤議員。 

○１０番（伊藤久幸） どのように発信しておられるかという部分の回答がなかったように思うわ

けですが、１８歳からの選挙権ということで、先ほども言いましたけど、１８歳がどんどん増

えていくわけです、年を重ねるごとに。そしたら、ツイッターであり、そうした新しい情報を

出す者が出てくるわけです。そうした者のブログ、あるいはツイッターの専門分野というもの

を本町でも設ける必要が出てくるのではなかろうか。そうした準備も今からしていかないと、

早い回転でどんどんどんどん情報が流れていく時代に入っておりますので、そこらをしっかり

頭に入れて予算編成を組んでいただきたいというふうに思うわけです。こればっかり言いよる

と、次が時間がなくなりますので、成果の中で、いろいろありましたけども、削減、廃止する

主要施策はあるかということを問うわけですが、ありますか。 

○議長（加計雅章） 財政課長。 

○財政課長（信上英昭） 削減する事業があるかというご質問でございます。現在、平成２８年度

の予算編成を行っておるところでございまして、第２次行政改革大綱を踏襲しつつ、事業の必

要性及び効果の検証の視点を持ち、スクラップ＆ビルド方式や期間を設定するなどのサンセッ

ト方式の導入等により、事業の選択と集中を図ってまいるという方針でございまして、具体に

削減ということは、今の段階ではございません。 

○議長（加計雅章） 伊藤議員。 

○１０番（伊藤久幸） 今の段階ではないと言われましたけども、平成２７年の当初予算が１５０

何億であり、３月末の補正重ねた予算が１６０億以上の予算になるというふうに見込んでおる

わけですけども、２６年度に比べると６．何％増えておる。そうした、本来ならスリム化を図

らなければいけない予算、交付税は減るし、特別交付税も減るというふうな現状の中でいけな

いのに、どんどん増えるという状態というのはあまり好ましくないと思うので、思い切った削

減措置というものをしていかないと、本町は大変なことになるんじゃなかろうかというふうに

思っております。そんな中で、ちょっと逆行する話になるかと思うわけですが、今度は増やせ

というような質問になるわけですが、医療費の問題ですね。今現在、中学生まで医療費の補助

の拡充がしてあるわけですが、高校生まで医療費を無償にしてはどうかという質問を私はこれ

で３回目ぐらいじゃないかと思うわけですが、していました。それによると、昨年の質問によ

ると、前副町長の答弁によると、実績を検証して検討するというふうに言われました。その数

字というか、そうした検証結果はどういったものが出たか、まず、お伺いします。 

○議長（加計雅章） 町民課長。 

○町民課長（輪田孔俊） ただいまの質問につきましては、町民課のほうから回答させていただき

ます。議員がおっしゃられたとおり、医療費助成につきましては、平成２６年４月から対象年

齢の拡充を図りまして、小中学生に対しまして入院、通院、調剤等に対する助成を実施してき

ております。実績でございますけれども、平成２６年度の給付額、助成額が約１８００万円と

なっております。ただ、これは２６年度は４月から２月までということで、１１カ月ですので、

これを１２カ月に換算してみますと、約１９７０万円の助成という形になるのではないかと思

います。１人当たりで見ますと、約１万４９００円程度の助成額というふうになっております。

今年度につきましては、７カ月の実績に基づく給付見込みでございますけれども、約２０９０
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万円ということで、１人当たりの助成は約１万５９００円ぐらいになるのではないかと思って

おります。となりますと、１人当たりの給付額でいいますと、２６年度に比べて約１０００円

の増加というふうになるということでございます。この制度を拡充する際に見込んでいました

のが、助成額が２４００万円程度は要るのではないかというふうに見込んでおりましたので、

その見込み額に比較すると、実際の助成額は少なくなっているという状況でございます。 

○議長（加計雅章） 伊藤議員。 

○１０番（伊藤久幸） 平成２６年度が１８００万円で、１人当たり１万４９００円と、平成２７

年度が２９００万で、７カ月ですけども、１人当たりが１万５９００円ということでなってお

り、見込み額は予想よりも少ないと、これは一つ安心したんですが、それなら高校生までやっ

ても、そんなに財政負担はかからないのではなかろうかと、むしろそのほうが地元の高校あり

ますね。そこに進学する率が高くなるのではなかろうか。それをプラスマイナス考えると、医

療費の無償、援助、支援というのはしていっても、北広島町にとっては決して負担増というふ

うにはとらなくてもいいのではなかろうかと。まだまだ削減しなくてならない部分というのは、

ほかな主要な施策にもあるはず。あとで少し言いますけども、費用対効果を考えると、ぜひと

もやるべきではなかろうかというふうに思うわけですが、財政課長どうですか。財政面から見

て負担になると思いますか、どうですか。 

○議長（加計雅章） 財政課長。 

○財政課長（信上英昭） 先ほど申し上げましたとおり、現在、各課からの予算要求を取りまとめ

て精査を行っておる段階であります。町長の公約の検証もしなければなりません。それから地

方創生に係る施策についても取り組まなければなりません。予算規模ということもありました

けれども、全体の予算で、予算を取りまとめた段階で必要な、先ほどの医療、高校生までの医

療費の無料化ということがあれば、その中で予算化のほうをさせていただくように思っており

ます。以上です。 

○議長（加計雅章） 伊藤議員。 

○１０番（伊藤久幸） 教育長お尋ねしますけども、今私が言った進学率のアップには役立つか役

立たないか、どのようにお考えか、ちょっとお伺いします。 

○議長（加計雅章） 教育長。 

○教育長（池田庄策） 高等学校の進学ということでございますが、なかなか難しい質問でありま

すので、確かに進学をする場合、どこに住むかという選択の一つにはなるかとは思いますが、

それが全て進学率につながるかどうかというのはわかりません。 

○議長（加計雅章） 伊藤議員。 

○１０番（伊藤久幸） 教育長もわからないと。私は効果があるというふうに考えております。町

民課長、お伺いしますけど、高校生に医療費の無償援助するということになると、どの程度の

予算規模が必要かと考えておられるか、お伺いします。 

○議長（加計雅章） 町民課長。 

○町民課長（輪田孔俊） 高校生の医療費がどの程度かということを推計する必要がございますの

で、現在、国保のレセプトから医療費の推計をしております。それで今考えておりますのは医

療費助成、今の制度の拡充、ですから、一部負担は同じように１日当たり５００円というよう

な負担をしていただくという中で、拡充をしたとすれば約６００万円ぐらいの助成額というふ

うになると思っております。 
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○議長（加計雅章） 伊藤議員。 

○１０番（伊藤久幸） ６００万円ぐらいの一応試算が出たわけですが、これが高いか安いか、今、

きたひろネットを聞いておられる方含めて、今ここにおる執行部の方含めて、高いか安いか、

どのように感覚を得られたかというのを、町長どのように思われますか、６００万円というこ

とは、高いですか、安いですか。 

○議長（加計雅章） 町長。 

○町長（箕野博司） この６００万円が高いか安いかというご質問ですが、この高校生までの医療

費の助成については、私の公約にもあることでありますので、来年度頭からということには告

知というか、十分皆さんに知っていただかなければならないということもありますので、当初

からというのは難しいかもわかりませんけども、来年度には開始をしていきたいというふうに

は思っております。 

○議長（加計雅章） 伊藤議員。 

○１０番（伊藤久幸） 私は、６００万円という数字は本町にとって有効な投資であると。この若

者たちらに投資する予算としたら、もう絶対に考えるような予算額ではないと思う。昨日も財

政課長言っておられましたが、必要な事業であれば基金、いろんな基金があると思いますが、

取り崩してでも推進するというふうな答弁もありました。これが本当は大事なんですよ。そこ

ら含めたら、６００万円が７００万円になるか１０００万になるかというのは、実際のところ

わからんけども、６００万円という数字が出たということは、前向きに、まだ来年度まで４カ

月あるわけですから、考えて、町長の公約でもあるわけですから。これは実現すべきだという

ふうに私は思っております。次に、バス運行事業ですけども、皆さんご承知のように、前町政

の時にできた予算です。最初私もこれは大事な事業であるというふうに理解しておりましたけ

ども、あまりにも乗車率という面でいうと、何か低いような気がします。どれを見ても、ＪＲ

バスを見ても、町の町営バスを見ても、デマンドタクシーを見ても非常に少ないと。何が原因

なのかわからない。かといって、廃止すると、これは大変なバッシングといいますか、ブーイ

ングが起きる。こう考えると、当初予算で２億２０００万ぐらいですか、また今回補正予算が

出ました。すると２億５０００万。ちょっとできたころよりかは減ったわけですが、これらの

運行体系の見直しというのは、もう完全に図らなくてはいけないのではなかろうかと思うわけ

です。まず、今の現在の乗車率をお聞かせください。 

○議長（加計雅章） 企画課長。 

○企画課長（山根秀紀） 乗車率でございますけども、一日の運行日の時間帯によって、かなり差

がありますが、年間を通した平均で申し上げますと、ホープタクシーでは２８％、１便当たり

約３人乗車をされています。代替バスでは１８％、１便当たり約９人、町営バスでは約８％、

１便当たり約１人でございます。なお、ＪＲバス、広電バスにつきましては、広島市での乗車

を含めた人数でしか把握ができませんので、本町内での乗車率はわかりません。以上でござい

ます。 

○議長（加計雅章） 伊藤議員。 

○１０番（伊藤久幸） 今お聞きしたように、３名であるとか、９名はまだいいほうです。１名。

これは、いや交通弱者の皆さん方には非常に申しわけないけども、町財政を考えたときに、さ

っきも言った、費用対効果を考えたときに、抜本的に見直す必要があるのではなかろうかと、

町も痛みを伴うけども、利用する方も多少の痛みは考えていただかないといけないのではなか
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ろうか。何でもかんでもやれやれやれで、それを全てやったら大変なことになると思うわけで

すが、どのようにお考えですか。 

○議長（加計雅章） 企画課長。 

○企画課長（山根秀紀） 生活交通の体系の見直しでございますけども、持続可能な公共交通を目

指すために、北広島町地域公共交通網形成計画の策定に現在取り組んでおります。バスの乗降

調査、住民、民生委員、障害者支援員等へのアンケート及び近隣市町との連携のためのヒアリ

ングを実施をして計画に反映をさせていくという予定にしております。 

○議長（加計雅章） 伊藤議員。 

○１０番（伊藤久幸） その会議、その結果踏まえて、じゃあいつ運行計画の見直しをされるのか

どうか、お伺いします。 

○議長（加計雅章） 企画課長。 

○企画課長（山根秀紀） 実態調査は今年度実施をしております。今年度中に調査結果、また、そ

の課題等を洗い出しをして、次年度、先ほど申されました協議会等で検討しながら、実際の現

在の路線をどうしていくのかというのを検討して、その次の年になると思いますけども、早け

れば年度中となるかもしれませんが、その協議をして新しい体系を作っていきたいというふう

に思っております。 

○議長（加計雅章） 伊藤議員。 

○１０番（伊藤久幸） 協議をして、次の年というと、平成２９年ですか。もう結構時間かかりま

すね。いずれにしましても、予算編成は待ってくれないんですよ。ほかの事業も生まれること

だし、もっともっとスピードアップというものをしていかないと、いざ始めるときには遅かっ

たというような事態も招くことがあるので、もっともっとスピードアップしていただきたい。 

  次に、本町の高速道路、インターチェンジ２つあるということは、なかなか全国探しても、普

通の小さな町ではないことでありますが、まず、お伺いしますけども、高速道路の総延長はど

れぐらいあるのか。お伺いします。 

○議長（加計雅章） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 高速道路の総延長ということでございますが、側道については今資料あ

るんですが、高速道路についてはちょっと。側道でよろしいですか。側道につきましては、現

在９９路線、それから総延長が４１．４Ｋでございます。 

○議長（加計雅章） 伊藤議員。 

○１０番（伊藤久幸） 浜田道と中国道ですね。９９路線の４１．４Ｋ。この高速道路ができて、

千代田インターの所が、あれが中国縦貫道ですね。それが早くできたわけですが、あれができ

て３０年以上経ってますね。横断道が平成元年だと恐らく思うわけですが、できて約２７年、

３０年近く経過しております。だんだんと年数も経つと側道傷んでくるわけです。かなりの利

用者も結構いらっしゃる、農業用に使うとか、あるいは山の仕事に使うとか、傷んでくるわけ

ですけども、その管理体制はどのようにされているのか、お伺いします。 

○議長（加計雅章） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 側道の管理体制ということでございますが、町道認定しておりますので、

通常の町道と同じようには考えておりますが、ただ、大部分が山に接した部分でありますとか、

通常、あまり通られない部分が大多数だと思いますので、一昨日のご質問にありましたように、

通常、巡視でありますとかいったところはなかなかできていない状況にございます。 
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○議長（加計雅章） 伊藤議員。 

○１０番（伊藤久幸） 町道ということで、それなりに町にも責任があるわけですが、それともう

一つ、側道があれば水路もあるわけです。水路の部分ですけども、これは農業用に必ず使って

おられる。かなりの水量がある。大朝の場合でも料金所の下あたりにずうっと水路連なってま

すね。そこを農業用に使って重要な水路であるというふうに伺っております。そんな中で、水

路の崩壊があると。水路の崩壊があるということは、農業用水路である限り、農業ができなく

なるということも考えられる。そうしたもので修繕、修理しなくてはならないということが発

生するわけですけども、受益者負担という分が２０％ぐらい今まであるということもお伺いし、

直したこともあります。町もそこに補助金出して直したと、県も直したということがあるわけ

ですが、今、そうした補助対策はどのようになっているか、お伺いします。 

○議長（加計雅章） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 議員今ご質問のとおり、過去におきまして、県の交付金を使いました修

繕の工事ということで、実施をした経緯はございます。現在もその制度というものは存続をし

ておるわけでございますが、ただ、県の事業の採択という部分で、なかなか毎年厳しくなって

きております。それで現在の状況で申しますと、なかなか町のほうから要望を出させていただ

いておりますが、採択までがなかなかこぎつけないというような状況であります。したがいま

して、現在はかなり事業費的には縮小してきているような状況でございます。 

○議長（加計雅章） 伊藤議員。 

○１０番（伊藤久幸） 側道、水路を考えると、事業的に縮小してくるということは、受益者負担

を全て受益者がしなくてはならないと、４１．４Ｋ、そこまで水路はないとは思いますけども、

私、ネクスコに行きまして、そうした箇所があると。ネクスコはどのように考えているのかと

いうことで、約３週間前に行ったわけですが、いまだに回答をまだ得られないというので、

近々また出向こうかと思うわけですが、何としても、これはずうっとついて回るもので、農業

やる限り、水路の崩壊というのはついて回るわけですから、そこらを、県もだが、町も前向き

に考えて、全てが受益者負担というようなことにならないように、産業課長も努力していただ

きたいというふうに思うわけですが、どうですか。 

○議長（加計雅章） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 先ほどご答弁申しました中で、今の県費の補助事業の部分は、基本的に

はかん排の対象ということでございます。町道と認定しております道路に附属します施設につ

きましては、当然町の管理下にありますので、町のほうで負担して修繕のほうはさせていただ

きたいと思います。それからかん排事業のほうも、高速道路関連も含めまして、ほかな事業も

あります。今、中山間でありますとか、多面的等の事業もありますので、それから地域施工支

援という事業も平成２４年度から施行のほうはさせていただいております。それらも総合的に

考えまして、今後、農業関係のインフラの長寿命化ということにつきましては対応のほうさせ

ていただきたいと思います。 

○議長（加計雅章） 伊藤議員。 

○１０番（伊藤久幸） ぜひともしていただきたい。高速道路を造ったことによって、水路の崩壊

というのが生まれたというのも事実あるわけなんで、ネクスコとの折衝も行政としてやってい

かなくてはならないのではなかろうかというふうに考えております。最後になりましたけども、

平成２７年度予算より平成２８年度予算はスリム化になるのかどうか、その見通しはどうか、
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お伺いします。 

○議長（加計雅章） 財政課長。 

○財政課長（信上英昭） 平成２８年度の予算編成につきましては、現在精査をしておるところで

ございまして、規模としましては１５０億円程度を想定しております。以上です。 

○議長（加計雅章） 伊藤議員。 

○１０番（伊藤久幸） １５０億円程度ということはスリム化ということになるわけですね。ぜひ

ともスリム化を図った上で最大の予算というふうな予算編成をしていただくことを望んで、私

の質問は終わります。 

○議長（加計雅章） これで伊藤議員の質問を終わります。暫時休憩をいたします。１１時より再

開をいたします。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午前 １０時 ４７分  休 憩 

 

午前 １１時 ００分  再 開 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

○議長（加計雅章） 再開をいたします。一般質問を続けます。次に、１１番、浜田議員。 

○１１番（浜田芳晴） １１番、浜田芳晴でございます。次世代を考えるパート６でございます。 

  私は、以前より、人口が少なくなるということについて気にかけてきましたが、たまたま家の

方で見よったら、平成８年に豊平広報にこういうこと書いているという記事があったので、参

考に述べてみたいと思います。私は、昭和２３年に生まれております。豊平で人口が約１万人

おりました。平成８年に５０００人になりました。あの当時、５０００を割らにゃいいがの、

地方交付税が少なくなるからという時だったと思います。その時に書いた記事でございます。

それから今３４００、例の２０４０年、私が９２歳、誰かが私生きとらんかもわからんと言っ

たが、私もよう生きとらんかもわかりませんが、１７００になるそうでございます。というの

が、生まれた時は、親が戦争から帰って、子供をようけ産んだ時期だろうと思う。それが成人

になって所に住まなかった。よそへ出ていったということで５０００人になったと。残った子

供が子供をつくったが、また出て行ったから、３４００になった。ここでまたつくった子がま

た出て行ってしまうけえ、２０４０年には１７００、このことについては日本創成会議の増田

さんが言っておられると思います。要するに、出て行くのを止めることが一番の対策だと言っ

て、創成会議の増田さんが言っておられますが、このことについて、どう考えておられるか、

まず、伺ってみたいと思います。 

○議長（加計雅章） 企画課長。 

○企画課長（山根秀紀） 企画課から回答させていただきます。人口減少を抑えるには、出生数と

転入数を伸ばし、死亡数と転出数を減らすことが重要だと考えております。中でも、若者の人

口を増やすことは、出生数の増加も期待できることから、人口減少を抑える重要な部分と考え

ております。現在、町では、将来、町内に住みたい、帰りたいと思える意識を醸成する、北広
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島ふるさと夢プロジェクトの推進や若い世代のＵターンを支援する制度、若い世代に優遇措置

を設けた住宅施策、子育てを支援する制度など転出を抑え、転入を増やすよう取り組みを進め

てきております。また、自然や伝統芸能といった北広島町の魅力をアピールしながら、これか

らも若者に魅力のあるまちづくりを進めてまいりたいと考えております。 

○議長（加計雅章） 浜田議員。 

○１１番（浜田芳晴） 今言われたようなことを有効に、しっかり提案をされたんだから実行して、

２０４０年に１７００人にならんように、一つ頑張っていただきたいと思います。私は、さっ

きの続きで、商・工・農などの担い手を育てるには、経営活動ができる基盤づくりが必要だと。

その経営活動ができる基盤をつくれば、子供にそのことを教えてやるということが農にしても、

商にしても、工にしても、子供を止める方法じゃなかろうかということで、やはりこの平成８

年に記事に書いております。私の分野は、農業分野でございますので、私と一緒に豊平の中山

間地が一番いい所だから、私と一緒に農業しませんかと。自分自身がセールスをして、何とか

若い者が集まって、花の産地ができたと私は私なりに自負しております。ここで、問い２番目

としてお聞きするわけですが、この前、農業振興大会をやった藤原村長は、うちの町には後継

者対策は要らんと。大学を卒業したら、子供は自然にうちの村に帰ってくると。このことにつ

いて、どうお考えでしょうか。 

○議長（加計雅章） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） 農林課からお答えします。北広島町農業振興大会において講演をいただ

きました藤原村長の長野県川上村においては、標高１２７０ｍ、年間の平均気温が８．１度の

寒冷地の特性を生かし、レタスを中心とした産地づくりを行い、レタス生産量日本一の村を築

き上げられました。レタスを中心とした農家の平均年収が約２５００万の日本でも有数なレタ

ス産地であるため、農家の後継者が大学を卒業した後には、地元に帰り、就農することで後継

者不足などの心配はないとのことでございました。本町においても地域の特性を生かした産地

づくりの推進、面積の集約化を進め、農業所得の向上を図ることによりまして、担い手の確保

を行っていく必要があると考えます。 

○議長（加計雅章） 浜田議員。 

○１１番（浜田芳晴） 必要があるということはわかったんだが、どのように取り組んでいくかと

いうことが今からの課題だろうと思うわけですが、私もさっきの自分の記事の中に、やっぱり

経済活動ができる基盤をつくるということです。私も娘婿が割り方早くに経営に取り組んでく

れたので、６０００㎡のハウス面積を持っております。６反のハウス面積を持っている。要す

るに、ここの中で、私たち夫婦と子供夫婦とパートの方と仕事ができる状況をその当時つくっ

ております。よって、自分のことを言って申しわけありませんが、来年は、子供がつくった子

が、私の孫でございます。２年ほど大学を卒業して社会勉強して、嫁さんもらって、来年春か

らうちの農場で働くことになっている。要は、私が言いたいのは、家族生活ができる基盤があ

るかどうか、このことがないと、なかなか次の世代に戻れ言うても戻ることはできないと思い

ます。最近、私も町内を見渡したところ、私と同じように、後継者になって頑張った世代の所

に親元就農いうて、子供が嫁さんを連れたりして、今どんどんと戻ってきております。こうい

う所はほとんど家族生活ができるだけの仕事があるということと、売り上げがあるということ

です。そこで、先ほど、実行をどのようにしていくかということで、農林課長に今から質問を

してみたいと思いますが、やはり家族生活ができる状況をつくったような方に農家が、当然こ
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の間パネルに出たような方もひっくるめて、売り上げが家族生活ができる状況にある方がよう

けおられると思う。この方にリーダーになっていただいて、次の世代を、自分方の子も当然だ

し、よその子も育っていくようなリーダーを掘り出して、この方に活躍していただきたい。こ

のような制度をつくって、先ほど農林課長が言うた、実行に移すというところで、このリーダ

ーに活躍していただくようなことを考えてみてはどうだろうかと思っておるわけでございます

が、このことについて、どうお考えでしょうか。 

○議長（加計雅章） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） 本町の農業を持続的に発展していくためには、農業所得により生計を立

てている農家にリーダーとして引っ張っていってもらい、農業所得の向上、産地強化を図って

いく必要があると考えます。このたびの農業振興大会において、各分野でのリーダーとして５

名の方にパネラーとして出席してもらい、今後の夢とか取り組みなどについてのお話を伺いま

した。今後、各分野でのリーダーとしての活躍を期待しております。現在、具体的なリーダー

を掘り起こす事業はありませんが、町内には、各農業分野で頑張っておられる農家もおられま

す。各農業分野でのリーダーとなり得る農家の育成を図るため、関係機関と連携しながら検討

させていただきます。 

○議長（加計雅章） 浜田議員。 

○１１番（浜田芳晴） 検討という段階で、また私も個人的に相談をさせていただいて、このもの

が検討だけでない、前に動くような形で、また参加させていただきたいと思います。要らんこ

とのようなことですが、ついでに空き家とか働く場を、せっかくうちの町には工業団地がある

んで、ここらあたりにたくさんの方に働いていただいて、人口を止めていく。要は、一昨日の

質問の答えに、３０％ぐらいの方しか地元の方が働いておらんという答えがあったと思うわけ

ですが、そして空き家もようけあるんだが、なかなか思うほど借り手がないと。そして空き家

が出し手がないと。ここらあたりを我々議員としても、職員としても民活方式で考えるならば、

いろんな売り上げを伸ばすためにはスーパーなどだったら、職員が背番号の裏に、あなたはど

れぐらいの売り上げをしなさいというような目標数値が掲げてあると思います。やはり、北広

島町の町の職員が一体となって、やはり空き家の調査をして、一つでも二つでも手短に貸し出

しができるような状況をつくりながら、それから貸してほしいというところにみずからがセー

ルスをする。こんなことを考えていく必要があるんだろう。きのうから縷々聞いてたら、いろ

んな支援策を考えて、ネットに流してあるというところまではよくわかったわけだが、今度そ

れをいかにして、その材料をうまくお客さんに提供して確保していくかというところが足らん

のじゃろう。みずからが、わし自身も先ほど言ったように、町へ出ていって、私と一緒に農業

しませんかとセールスもしました。やっぱり訴えていかんと、なかなか心がつながらんのじゃ

ろう思う。そういうことも、ついでの話でやってほしいという願いと、それと最後の質問で、

今後検討課題で、リーダーを掘り出したら、このリーダーに若い認定農家の育成をしていただ

いて、２０４０年までには、ずうっといったら私の孫が活躍する年代です。この年代になった

ころには、田んぼの上で、兼業農家の子供さんなんかというのは、もうずうっと計算していっ

たら、おらんようになってくるんだろうと思う。そうすれば、リーダーに認定農家を育ててお

いていただいて、これに将来荒廃地ができんように、せっかく親の代が多大なお金を使って、

圃場整備やった美田を荒廃ささんように、国もこのことについては、荒廃さすようであれば課

税を引っ掛けると。要するに、この春から、空き家に対して投げとくようなことがあったんじ
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ゃ、課税を引っ掛けると言うておりますが、この次には、農地に対してそういうことを言い始

めております。これを阻止するということになりますれば、農林課長、リーダーにしっかり次

の担い手を育てていただくようなシステムをしっかりつろうて考えることと、この質問の分に

ついては、この荒廃地がどうなるんであろうかという質問でありますので、そのお答えをして

いただきたいと思います。 

○議長（加計雅章） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） 現在、国においては、農地向けの税制の優遇を見直し、耕作されてない

農地を意欲ある農家へ農地集約を進める狙いで、耕作放棄地の固定資産税を現行の１．８倍に

引き上げるという方向で検討されております。本町においても、現在３０代、４０代の担い手

がいる法人さん、認定農家さんについては農地の保全が保たれると見込みますけど、今後、法

人の構成メンバー及び認定農家の高齢化により作業ができなくなることによる放棄地の対策が

大きな課題であります。その対策の一つとして、本年度、新規就農総合対策事業で、大型農家

連携組織づくりの中で、新規就農者の研修を行い、地域の担い手として育成する稲作モデル事

業を取り組みをしております。ＴＰＰ問題を初めとし、今後厳しい農業情勢を乗り越えていく

ためには、農地の集積化による取り組みが必要であります。地域のリーダーが若い認定農業者

の育成に取り組むことも含め、地域の実情に応じたさまざまな取り組みを実施することにより、

耕作放棄地の抑制につながると考えております。 

○議長（加計雅章） 浜田議員。 

○１１番（浜田芳晴） 今言われたことを実行していくということが最終目的のことへつながって

いくんだろうと思います。私も３０代で農業委員になった頃に、法律というのは常に変わって

いきます。そのころの法律、農地法では、こういうことを言いよったです。ほとんどの家の方

が自分の土地を耕す状況であったものだから、企業参入をするのはもってのほかだというて、

農業委員会が国に要望書書きよったです。わしは名前も判も、そのころから押さんかったです。

まさしく、そういうことをやりよっても、時代は変わっていきゃ、今度、企業参入は当然やっ

てもらわにゃ、とてもじゃないが、ところの人たちだけじゃ農地は守っていくことはできん。

こういうて、平成に入って、早速からそういうことを言いだした。当然今からも空き家、荒廃

地に対しては法律というのはどんどんどんどんと変わってきますから、まだまだ厳しい状況が

出てくると思います。厳しい法律に対して住民が難儀な思いをせんように思ったら、次の世代

をこしらえて、これは私の夢ですが、当然、農地は１００ｈａぐらいな単位で株式会社にして、

社員を使って、当然ばらまきで耕作していくような時代が来ると思います。これは私の私見で

すから、ならんかもわかりません。そういうことで、次の世代を農林課長もこしらえていくこ

とにはどんどんと取り組んでいくという回答であったんで、これに期待をして、このパート６

については終わらせていただきたいと思います。次に、パート７も、次世代をどう考えていく

かということで、やはり豊平病院についても、この内科の専属のお医者さんを後継者としてつ

くり得ることができなかったから、今こういう状況になっていると、ここが大きな一番の問題

だろうと思う。なったものは仕方がないと。だが、今から次世代のためにも病院は残していく

必要があるんで、問いの１として、診療所にして経営がよくなるのかならないのか言うて、一

応聞いておりますので、この答えはきのうから、現在のままでいけば、経営状態が３億余りの

赤字の補填をしていく。診療所にしても１億余りの持ち出しは要るということでありましたが、

診療所にしたら、総合的に考え、経営がよくなるんだろうかどうだろうか、まずここを伺って
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みたいと思います。 

○議長（加計雅章） 豊平病院事務部長。 

○豊平病院事務部長（佐々木靖志） 診療所になった場合の経営ですが、先ほど議員からもありま

したように、町からの一般会計の繰り入れにつきましては、継続して入れていっていただく必

要があると考えております。病院の時よりはよくなっても、継続して入れていただく必要があ

ると考えてます。 

○議長（加計雅章） 浜田議員。 

○１１番（浜田芳晴） 一昨日から、そういう答えであったので、ある程度承知しておるわけです

が、そういうことになれば、診療所にせにゃいけんのだろうかと思うわけですが、私の心の内

は、そうであってほしくないわけでございます。が、一応進める道は、今のところ、案として

地域包括支援システムを組んでやっていくという報告が保健課のほうからもなされております

が、私自身は、この部分で足らないところがどうしてもあるような気がするわけですが、この

ことについて、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（加計雅章） 保健課長。 

○保健課長（多田誠子） 地域包括支援ケアへの取り組みについてということで、保健課のほうか

ら回答させていただきます。高齢になっても安心して地域で生活をしていくには、医療の提供

のみだけでなく、介護、住まい、生活支援、また介護予防などにおいて関係機関が密接に連携

し、総合的に提供される仕組みづくりが重要となってきます。作成しております豊平地域を中

心とした地域包括ケアへの取り組み案、これによりますと、医療を中心とした内容にしており

ます。生活支援での見守り体制でありますとか、配食、また住まいのことなどについては詳し

く記載をしておりません。このことにつきましては、高齢化が進む全町において大変重要であ

ると思っております。今後は介護保険の改正で新設をしようとしております総合事業の開始と

ともに生活支援を含め、具体的に地域包括ケアを進めていきたいというふうに思っております。 

○議長（加計雅章） 浜田議員。 

○１１番（浜田芳晴） 私も文教におった時に視察へもついて行っておりますので、ここでも多少

の勉強をさせていただきましたが、案として、絵とすれば悪いことはないと思う。あとは、こ

れを人が動かすものであります。その人が動かすところで、まず足らん部分が内科の常勤医師

がおらんということが、これどうしても一つ足らん部分だろうと思う。あとは課長が、絵に描

いたことを実行する駒が教育がしてあるかどうか、ここらあたりが大きなポイントであろうと

思っております。ここで、時間もなくなるので、大きな課題のところの常勤の内科の医師を確

保してもらうということが大切なことだろうと思いますが、きのうから、縷々回答、質問もあ

ったように思うわけですが、再度、ここらあたりのお考えを伺ってみたいと思います。 

○議長（加計雅章） 豊平病院事務部長。 

○豊平病院事務部長（佐々木靖志） 常勤内科医師の採用につきましては、今まで同様、各方面に

働きかけ、努力していきます。ただし、平成２３年度から募集しても採用ができない現状を考

えると困難が予測されます。民間の診療所の医師がたとえ専門が整形外科や精神科であっても、

内科や小児科まで広く診療し、地域に貢献されていることを考えれば、内科にだけ固執するの

ではなく、やる気があって、地域医療に熱意を持つ方であれば、診療科を問わず採用し、地域

医療を確保するという方法も今後必要だと考えております。 

○議長（加計雅章） 浜田議員。 
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○１１番（浜田芳晴） 現状を踏まえれば、そういうところもいたし方がないところがあるかもわ

からんが、どうしても常勤の内科の医師を確保してほしいというのが、町民の願いであろうと

思いますが、町長、ここらあたり再度チャレンジされますかどうか。 

○議長（加計雅章） 町長。 

○町長（箕野博司） このことについては、今後も引き続き、内科医師の確保については一生懸命

努力をさせていただこうというふうに思っております。ずっと今の院長さんにこれからもお願

いできるということにはならんと思いますので、後継者の育成ということも含めて、新しい医

師確保に向けて努力はしていきたいというふうに思っております。 

○議長（加計雅章） 浜田議員。 

○１１番（浜田芳晴） 後継者の育成というのも出てきたわけですが、やはり、たちまち来年の４

月から、高山先生一人で診ていくという状況があったときに、皆、人間生身でございますので、

元の院長みたいに病気がいつつくかもわからん、そうなったときに、駒が欠けると、将棋でい

えば駒が欠ける、こういうことがあったら、何ぼ絵を描いても、これが机上の空想論になって

しまうので、やはり後がまをどうしても現在の後がまと、問い４でいう、若い医師の育成とい

うことで、何かいい制度があるならば、その制度へ乗っていく、子供を掘り出していく、ここ

らあたりが大切なことじゃなかろうかと思うんですが、このことについて伺ってみたい。 

○議長（加計雅章） 保健課長。 

○保健課長（多田誠子） 若い医師の育成ということで回答させていただきたいと思います。町は、

今年度４月から、北広島町医師・看護師育成奨学金貸付制度を創設をしております。この制度

は、将来、医師または看護師として北広島町内の医療機関で従事する意思を持っておられる方

で、町内の医療機関などに一定期間勤務していただければ、奨学金の返還を全部または一部を

免除するというものであります。今年度看護学生１名の応募がございまして、北広島町医療従

事者育成奨学金貸付審査会を開きまして、貸し付け決定し、現在、貸し付けを行っています。

今後は不足しております医学生についても応募していただくよう、広島県へもＰＲをお願いを

しておりますし、広報紙への掲載、また町内の高校などにも広く広報していきたいというふう

に思っております。 

○議長（加計雅章） 浜田議員。 

○１１番（浜田芳晴） 広報に載せるのもだが、みずからセールスをやってほしいと思います。私

も６０年代に豊平の時代に、高校３年生の家へ行って、農業技術大学校へ行って、将来担い手

になりませんか言うて、自分自身でセールスをして五、六人、農業技術大学校へ行かせて、後

継者を育てております。やはり今インターネットが発達しているというても、やっぱり生の声

を、セールスをいかにして心が伝わるか伝わらんかというところをやらんと、なかなか、これ

は絵に描いた餅にまた終わってしまうんじゃなかろうかと思うので、やっぱりいかに自分の気

持ちを伝えるかということが大切なことだろうと思う。わかりました。最後の質問ですが、高

齢福祉対策、包括支援対策の案のところへつけ加えたいという気持ちというのを私は以前から

きたひろネット引き込み線を１００％にしないといけないという持論者で、ずうっとそのころ

から、このシステムというのは、お年寄りとインターネット、介護施設、病院施設から結んで、

一々介護者が行かんでも、元気かというコールができるようなものをつくっちゃどうだろうか

というのをずうっと言ってきたんだが、きたひろネットで１００％にならなかったし、無念な

気持ちを今もって持っております。だが、だんだんと高齢者をずうっと自宅で待機しとっても
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らって、これを管理と言うちゃおかしいですが、見ていくということになると、人海戦術だけ

じゃ難しい面も出てくるんで、こういうようなシステムを考えていかなければいけない時期が

来るんじゃなかろうかと思うんですが、企画課長か福祉課長か、ここらあたりはどのようにお

考えか、一つ聞いてみたいと思います。 

○議長（加計雅章） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） それでは福祉課からお答えをいたします。高齢化が進んでいる中、他の

自治体の中にはインターネット回線を利用して、買い物困難者への支援や家の電気を入れるこ

とによって、安否を確認するシステムなどの導入がされてきているところです。現在、本町で

はひとり暮らしや高齢者のみの世帯等に対し、緊急時に速やかに対応するための緊急通信装置、

安心電話、を貸し出しをしまして、緊急時に備えております。また、ソフト面では、民生委員

によります安否確認のためのひとり暮らし高齢者等巡回相談事業や新聞販売所などの事業者の

協力によりまして、地域見守り事業、また、食の確保の観点からは、配食サービス等の事業を

実施しております。安否確認や買い物支援等の新たなシステム構築のための費用、買い物支援

をしていただける店舗の確保など、さまざまなハードルは高いと考えております。しかしなが

ら、インターネット回線を利用した各種サービスの提供が求められている時期がやってくると

感じております。今後、費用対効果など調査検討してまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（加計雅章） 浜田議員。 

○１１番（浜田芳晴） 福祉課のほうはそういう回答があったんだが、総務か企画か、ここらあた

りで、再度このことについてどのようにお考えか聞いてみたいと思います。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） では、きたひろネットの管理のほうしております総務課のほうからお答

えをさせていただきます。現在のきたひろネットは、加入率が６５．５というところと、この

ネットワーク網を使ったサービスがまだまだ十分には活用されてないというふうには思ってお

ります。独自のケーブルテレビの放送、それから音声告知以外に双方向の通信ができるわけで

すので、そういったことを使ったサービスを考えていかなくてはいけない。先ほども福祉課長

が答弁しましたようなサービスを今から検討していきたいと考えております。 

○議長（加計雅章） 浜田議員。 

○１１番（浜田芳晴） これはぜひ検討して実現していっていただきたいと思うわけでございます。

今から言うのは、やはり情報のいかに早くキャッチするかということにも使っていかにゃいけ

んのだろう思うんです。例えば徳島の上勝町では、彩りという会社から、おばあさんの所へつ

ま物の発注をかけるときに、今日は何ぼ要るかといったら、おばあさんが、私が、それじゃ５

つ出しましょうと、すぐ答えが出てくると。携帯やらファクスじゃなかなか間に合わんのです

よ。そういうこともあるので、これにも期待をしておきます。回答は今のところ変わらんので、

それでしっかり検討して実現をしていただくということをお願いしておきます。それで最後に、

やはり診療所に私もしたくはないんだが、なったときには、職員がどうしてもどこか行っても

らわにゃいけんような人が出てくるんだろうと思うんです。わしも農業青年を連れて戻って、

主人には農業しなさい、奥さんには、こういう施設で働いてください言うて、連れて戻った子

もおります。今度はこれの奥さんの職がないようになるということになれば、やっぱり農業青

年が家族生活ができにくくなるということも考えられるので、ここらあたりも全部の職員に配

慮しなければいけんところもあるんだが、こういう職員にも配慮していただいて、便宜を図っ
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ていただきたい。願いを持ちながら、お願いをして私の一般質問は終わらせていただきます。

ありがとうございます。 

○議長（加計雅章） これで浜田議員の質問を終わります。暫時休憩をいたします。午後１時より

再開をいたします。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午前 １１時 ３９分  休 憩 

 

午後  １時 ００分  再 開 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

○議長（加計雅章） 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。次に、２番、中田議員。 

○２番（中田節雄） ２番、中田でございます。さきに通告しております２点について質問をいた

します。まず、質問に入ります前に、１点目の質問の字が間違っておりますので、訂正を願い

ます。町長の政治施政を問うの施政がちょっと間違っておりますので、姿のいきおいでござい

ますので、一つよろしくお願いいたします。本町のまちづくりについて、一昨日から、議員の

方々からいろんな提案なり要望なり随分されたと思いますけども、私の質問の中で重複する点

があるかもしれませんので、そこのところはご容赦いただきたいと思っております。本町のま

ちづくり、どういうふうに進めていくのか、皆さんの関心のあるところでもありますし、町民

の皆さんの関心のあるところでもあります。本町のまちづくりを進める上において、この３年

間、いろんな角度から質問が出ておりますけども、町長の答弁というのは、町民の声を聞きな

がらというふうな答弁が多かったように思っておりますし、また最近では、長期総合計画の中

で明らかにするというふうに答弁されております。既に３年が経過しようとしているわけであ

りますけども、選挙公約であった道の駅の舞ロードの太鼓、温水プール、これを中止されたこ

と。現実には完成しておるわけでありますけども、また来年度の予算編成に当たって、費用対

効果を検証しながら事業の集中と選択が必要であることを念頭に置きながら、次の質問につい

てお伺いいたします。太鼓と温水プール、これは選挙公約の中にあったかどうかは、ちょっと

私も定かではないわけでありますけども、選挙の大きな争点であったことには間違いはありま

せん。多くの方の署名活動があって、それによって新聞報道もされたり、いろんなマスコミで

結構取り上げられたりもしたわけであります。しかしその後、署名活動された方からは、でき

上がっても何らアクションがないというのもまた不思議な話でありますけども、これができた

ことについて、やはり大きな関心事であったことには間違いありませんし、町民に対して説明

責任を果たされているかどうか、まず第１点に、このことについてお伺いいたします。 

○議長（加計雅章） 町長。 

○町長（箕野博司） 道の駅第２期整備事業については、可能な限りの見直しを公約として掲げて

おりました。太鼓のディスプレーにつきましては、就任前から工事が発注をされており、見直

しに伴う財政的負担がかなり大きくなることから、太鼓の見直しは断念をいたしました。結果

としては、舞台設備、備品類、緑の広場の照明設備など、約２０００万円程度の節減をいたし
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ました。このことにつきましては町議会を初め町の広報紙、そしてきたひろネットなどで説明

をしてきているところであります。また、温水プールにつきましては、私の公約には掲げてお

りませんが、整備工事着手に当たっては、町民のアンケートの実施や広く町民の方々の意見を

聞かせていただく中で、千代田地域の学校センタープールとして、また、町民の健康増進、体

力向上に必要な施設として整備をいたしました。広く町民全体の温水プールとして、利用者の

方も順調に増えているところであります。今後、より親しまれる施設となるよう努力をしてい

きたいと考えております。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 今、道の駅については、２０００万円の削減ということでありますけども、

やはりこれは附帯設備の関係でありまして、太鼓そのもの、このことについて、大きな争点が

あったように思うわけであります。確かに可能な限りということでありますけども、やはり多

くの方々から、そうしたことについて必要ないという意見の中で、署名運動がされておったと

いう大きな問題になったところであります。このことについて、やはりそれは議会の中でもき

ちんとそのことについて、できたことについてはできたんだと。ほかの附帯設備については、

きちんと広報なりきたひろネットで説明されたわけでありますけども、やはり大きな太鼓とい

うことについて、あるいは温水プールについて、やはりこのことはもっともっと町民の皆さん

にきちんと、その経過なりそういったこと踏まえて説明されるべきだと思っております。今の

可能な限りということであれば、２０００万の削減したと、そこのごまかし、ごまかしとは言

いませんけども、それも事実でありますけども、大きな太鼓が上がったという事実は消せない

わけであります。新聞報道、マスコミ報道においても太鼓ということで報道されておったよう

に私は記憶しておりますし、そのことについての争点であったと、選挙の争点であったと思っ

ております。それについて、きちんと説明されるべきではないかということを私は質問してお

るわけであります。再度お願いいたします。 

○議長（加計雅章） 町長。 

○町長（箕野博司） 確かに、象徴的なものとして扱われたわけでありますけども、この本来の町

民の皆さんのご意見では、無駄遣いではないか、過大な投資ではないかというようなご意見が

ほとんどであったというふうに記憶をしております。先ほど申し上げましたように、もう発注

され、かなりの部分ができつつあるという中で、見直しをするということになると、費用面も

余計かかってくると。あるいは設計も、し直しをしないといけないというような状況の中で、

皆さんの思いとは逆行する、逆にお金がたくさん要るというような結果になるということで、

そういう判断をさせていただいたということでありまして、先ほども言いましたけども、この

ことについては、広報紙、きたひろネットでも説明をさせていただいたところであります。一

定規模の説明はさせていただいておるというふうに思っておりますが、今後、そういった質問

等あれば、そういうふうにお答えをしてまいろうというふうに思っております。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） それについては、町長は説明責任を果たしたということであります。しかし、

多くの方々から、署名活動されて、これは提出されておる、その経過というのはあるわけであ

ります。太鼓、温水プールができたことについて、署名活動された代表者の方々、この方々か

ら、どういったアクションがあったのかなかったのか、やはりかなりの署名活動の人数があっ

たように思うわけであります。できたことについて、町長に対して何らかのアクション、ある
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いはそうした要望、あるいは意見ございましたか。 

○議長（加計雅章） 町長。 

○町長（箕野博司） ご意見をいただいたケースもあります。各地域でお話をする機会があるとき

には、そういう説明もさせていただきましたし、後援会組織の中でも説明をさせていただいた

ところであります。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 意見はいただいたということでございます。確かに署名活動、あれだけの署

名活動がなされて、何らリアクションがないということは考えられないわけであります。しか

し、この署名活動が一体何であったのか。本町のまちづくりにおいてマスコミ報道され、これ

がまちづくりに大きく貢献したということではないわけであります。そのことがずっと私の頭

の中には残ってる。まちづくりのためにどういうふうに貢献できたのかということは、私たち

議会も職員も町民も考えていかなければならないことであります。しかしながら、この署名活

動によってマスコミで批判的な意見を賜ることが多いと。そのことは、やはり今後の町政にお

いても、議会活動においても、また町民の方々においても、こういった一つの行動、アクショ

ンというものがまちづくりにどういった影響を与えるのかということ考えて行動しなければな

らないものではなかろうかと思っております。それでは、今の太鼓と温水プールについては、

これで結構でございます。また２番目、３番目、来年度予算編成に当たり、町の基本姿勢は何

か。また、重点施策は何かということと、当初予算規模はどれぐらいを想定しているのか。こ

れは先ほど伊藤議員の質問にもございましたが、重複する点は避けてまいりたいと思います。 

  来年度は１５０億程度を想定しておるということであります。２７年度予算に当たり、明るい

元気なまちづくりを目指した予算編成であったと。政策立案室、子育て支援、支所を中心とし

たまちづくり、これらの成果が徐々に表れて、転入増加により、徐々にこうした人口増に向か

っておるというふうな答弁がございました。しかしながら、伊藤議員のほうから、突出した事

業が見られんと、めり張りのある予算編成になってないと。これはめり張りがないということ

は、チャレンジする施策がないということであります。今、今年の予算編成においても、無駄

な事業というのはないものだと思っております。全てが必要である。だけど伊藤議員の言葉の

中にもありました。何でも要望を満たすと財政的には大変なことになるんだと。まさに非常事

態を宣言しなければならなくなる。財政課長のほうは、かなり厳しい予算編成を強いられてお

るということが前々から言われておりますし、ただ、来年度予算について、どういった観点か

ら予算を編成されるのか、またチャレンジするような事業をそこへ持っていくことができるの

かどうか、その点についてお伺いいたします。 

○議長（加計雅章） 財政課長。 

○財政課長（信上英昭） 来年度の予算編成というご質問でございます。財政課のほうからご答弁

を申し上げます。町長就任以降、これまでの公約を中心に進めてきました施策の集大成の年に

当たります。事業の進捗度を検証しながら、次のステップに向かうとともに、さらに本年１０

月に策定しました北広島町総合戦略に基づく事業展開を重点的に実施してまいります。特に若

者定住を中心とした定住対策、子育て支援及び地域活性化対策事業、健康対策事業、就業促進

事業、新規就農総合促進対策事業、観光交流促進事業、ふるさと夢プロジェクト事業など、総

合的な施策を強力に進めてまいります。また、将来のまちづくりの方向性や目標の指針となり

ます第２次北広島町長期総合計画の策定につきまして、まちづくり委員会を中心に進めてまい
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ります。以上でございます。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 町長の公約を中心に進めていくということもございます。町長、この３年間

において、さっきの太鼓、温水プール、これは公約ではなかったというふうに言われますけど

も、町長の公約分、この３年間でどういったことを処理されましたか。町民の方からは大きな

負託を受けて、この４年間の町政執行されておるわけであります。また我々も一緒であります。

地方自治というのは二元代表制の中でやられていることであります。町長も町民から選ばれた、

我々１８人も町民の方から負託を受けているわけであります。そうした中で、町長、この３年

間、残すところあと１年余りであります。どういった成果があったのか、やはり町民の皆さん

の期待を裏切ってはならないわけであります。そこのところ、成果についてお伺いいたします。 

○議長（加計雅章） 町長。 

○町長（箕野博司） 具体的なものということでよろしいですか。３つの改革と６つの主要策を掲

げて進んできてるわけでありますけども、町民の立場に立ち、町民とともに進めるまちづくり

では、出前講座の開催、それから空き家実態調査の実施、また、合併１０周年記念事業への取

り組みなどをしておるところであります。地域の特性を生かした地域づくりでは、支所提案型

事業の実施や支所地域活動支援事業、集落支援員制度の創設などを実施をしております。３つ

目の産業・経済の活性化では、北広島町総合産業フェアの開催、それから千代田工業流通団地

への企業立地、農業振興大会の開催などを実施をさせていただきました。それから４つ目の高

齢者などに優しいまちづくりでは、元気づくり事業の全町的な展開、地域見守り事業の実施等

を行っております。５つ目の若者・子育て世代に魅力的なまちづくりでは、若者住宅団地の造

成、Ｕターン奨励金、家賃補助金の創設、子育て世代へのごみ袋無料配布、あるいは北広島ふ

るさと夢プロジェクトの展開などを実施をしております。６つ目の郷土芸能・文化財・自然な

どを生かした観光の戦略化では、観光戦略会議の設置、それから観光プロモーションの展開、

ふるさと応援隊の設置などを実施をしてきたところであります。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 今、公約分について、町長から答弁がありました。この中で、やはり我々が

期待する産業経済、これを大きく動かしていくような施策というのがなかなか見当たらない。

こうしたことにおいて、今、町民何を求めているんだろうかと。今、生活が非常に厳しい。景

気は回復したといっても東京周辺、近辺だけであると。地方にはなかなかそのおこぼれも回っ

てこない状況であります。非常に生活スタイルが厳しい、仕事も厳しい、しかし、これは若い

人たちの考え方の影響はあるかもしれませんが、求人はたくさんあるけども、そこへ行きたが

らないということもございます。やはり安定した職業というのを好むかもしれませんけども、

依然として派遣労働へ従事する方が多い。これはたちまちの収入があるからであります。そう

した意味において、産業・経済をいかに活性化していくのかということが求められておる。そ

のための基盤づくりといえば、それまででありますけども、やはり伊藤議員があったように、

めり張りのある施策、これをいかに打ち出していくかということが重要ではなかろうかと思っ

ております。もちろん財源的なこともあります。国からして財源難でありますし、国債発行も

大変であります。地方交付税もそれに準じて年々減少してくる。その中で、１５０億を来年当

初は想定をしておるということでありますけども、だんだんだんだん補正を組みながら、今年

のように１６７億と、１６６億７７００万から、これ１６７億という大型予算になるわけであ
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ります。この大型予算の中でも、なかなかめり張りがつかないと。要るものは要るんだという

話でありますけども、これは家庭の中でも一緒なんです。要るものは要るんだといって、奥さ

ん、あるいは子供、孫、こういった者にせがまれて全部買ってると大変なことになります。町

民はそれで満足するかもしれませんけども、町の将来像を考えたときには大きな禍根を残すと。

公債費比率は下がっておるかもしれませんけども、これも政治であります。いつころっと変わ

る可能性もある。そうなれば夕張の二の舞になる可能性もある。そうする中で、１５０億の予

算、また途中で補正が出てまいります。そうすると、また１６０億、去年、今年と同じような

１６０億を超える大型予算となる可能性も否定できないと、財政課長、こうした中で、１５０

億の予算で賄えるのかどうなのか、また、そうした補正対応に恐らく国からの施策によって、

また補正を組まなければならないことになろうかと思いますけども、そうしたことにきちんと

対応できていくのかどうか、その中で実質公債費比率が今以上上げない、下げる方向でいける

のかどうか。その点についてお伺いいたします。 

○議長（加計雅章） 財政課長。 

○財政課長（信上英昭） 財政的な課題ということでご答弁を申し上げます。来年度の予算を１５

０億円台ということでご答弁をさせていただいておりますけれども、まず、財源を確保しなけ

ればならないということが前提にございます。１０月に定めました予算編成方針では、昨年度

に引き続きまして、経常経費５％カットを各課にお願いをしておるところでございます。さら

に、新町建設計画の残事業、それから地方創生総合戦略に伴う重点施策を展開していかなけれ

ばならないという財源を確保しなければなりません。現在、国のほうでも補正予算の動きもご

ざいます。国の動きが不明確なため、今後においても国の動向を注視しつつ、財源確保に向け

て努力のほうしてまいりたいというふうに思っております。以上です。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 財源確保が前提であると、また、国の動向を見ながらということであります。

この補正予算にもあったと思うんですが、当初、予算に見込みで計上されているものもある。

あるいは、介護の保険、国保の関係だったか、精算が完了したから予算をつけるというのもあ

ります。予算の組み方自体が、やはりそういうことが必要なら、当初予算で幾ばくかの予算を

計上していくべきであろうと思っております。予算が明らかになった時点で、きちっと予算を

対応するというのも大事であります。しかしながら、そうすると補正で膨らんでくると。あく

まで予算でありますから、あらかじめ組んでいく、確定的な要素は非常に少ないわけでありま

す。ですから、予算の組み方の前提として要るものは、ある程度の予算枠を確保しておくとい

うことが重要だろうと思うわけでありますが、この点は、財政課長、来年度予算の組み方につ

いて、その辺の方針というのはいかがでしょうか。予算を当初予算に計上してあるものもある、

全くないものもある。そうすると、補正でかなり膨らんでくるということがあります。要るも

のをきちっと最初に想定しておけば、その中で、１５０億というんなら膨らむ可能性が非常に

少ないわけでありますが、いかがでしょうか。 

○議長（加計雅章） 財政課長。 

○財政課長（信上英昭） 財政的な部分ということで再質問でございますけれど、投資的経費の抑

制、それから事務事業の見直し、内部管理経費の削減等々を行っておるところでございまして、

補正予算も毎年度それぞれの議会においてお願いをしておるところでございまして、例を挙げ

れば、除雪費等々も当初予算で通年予算が組めないような状態でもございます。議員ご指摘の
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ように、１年を通した予算を当初予算に上げるのが筋ではあります。本町の場合、先ほど申し

上げましたとおり、一般財源部分が不足しているということもありまして、２７年度の当初に

おきましては、基金を６億余り崩して予算を編成したということもございます。基金のほうも

限りがありますし、そこのところを考慮しながら、継続できるような財政運営に努めていきた

いというふうに思っております。以上です。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 町民の皆さん方は、そういうふうに財政当局がいかに苦労しておるかという

ことについては、なかなか理解ができないわけであります。基金を取り崩して事業執行される

ということについては、そこまではとても理解されている方はあるかもしれませんけども、ま

ず少ない。そうするならば、基金というのは、あくまで非常事態の時に使うべきだと思ってお

ります。そうでない、当初予算の時にそれを崩して予算を編成するということもありますけど

も、本来的に基金というのはきちんと積み立てておくと、非常事態の時に、いかなることがあ

るかわからない、その時に使うべきだと思うわけであります。そうならないために、今ある事

業を全てやりますと、これは町民の負託に応えることにはなってきますが、伊藤議員からも提

起がありましたように、今苦しみも町民も分かち合わなければならない。そのためには、ここ

を我慢してくださいよということも、これは町長の口から言わなきゃならない。いい顔しよう

とすればするほど予算的には大変になる。今ある事業の中で、規模を縮小するであるとか、あ

るいは中止するとか、それは非常に苦渋の決断でありますけども、そこを選択しなければいけ

ない。事業の集中と選択ということを言われましたけども、今、そのことが要るんじゃないで

すか。 

○議長（加計雅章） 町長。 

○町長（箕野博司） 財政規模がこれから縮小する中で、当然そういった局面も出てくるだろうと

いうふうに思っております。昨年度、本年度、特に学校校舎等の耐震化、あるいは消防のデジ

タル化、期限があって、今年度中にやり終えねばいけないというような大規模なものがありま

したので、それはそういう形でやらせてもらわざるを得ないということで来ましたけども、今

後については、そういう局面は出てくるだろうというふうに思いますし、だからこそ、協働の

まちづくりが必要になってくるというふうに考えております。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 町長は、その必要性を認めておるわけですから、それはそれでいたし方あり

ませんけども、基金を取り崩したということについて、この基金を復元する目途はあるのかど

うか、その点についてお伺いいたします。 

○議長（加計雅章） 財政課長。 

○財政課長（信上英昭） 基金の質問でございまして、平成２７年度におきましては、過疎ソフト

基金、それから地域振興基金、それから減債基金を若干取り崩して編成をしておる状態でござ

います。それぞれに目的が定められておりまして、特に過疎ソフト基金等々は、これから先の

地方創生に向けて、とても大切な基金であるということは十分承知しておりまして、この基金

をなるべく取り崩しを中止してでも今年度で返したいという思いで各課のほうにもお願いをし

たり、財源が余るものにつきましては補正で落としてくださいということも各課にお願いをし

て、このソフト基金につきましては取り崩しを最低限に抑えたいという思いのほうはございま

す。以上です。 
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○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 財政課長、いろいろ財源を確保することについては、いろいろご苦労がある

ことについては、以前からそういう答弁がございましたので、承知はしております。しかし、

過疎ソフト基金、いわゆる過疎債のソフト事業に対する基金、この考え方について、我々と誤

差が生じておるんではないかと思うわけであります。いうのは、こうした過疎基金のソフト事

業、これはソフトでも大きなプロジェクトをするときに使ってこそ初めて効果が出るものでは

なかろうかと。それを細切れにして使ったのでは効果が出ないと。課長、さっき言われました

ように、集中と選択のところなんです。細切れにして使って、そうした効果が出てきますか。

それは違法とは言いませんけども、いかに事業効果を上げていくかということについては、た

だ疑問があると思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（加計雅章） 財政課長。 

○財政課長（信上英昭） ２７年度の当初におきまして、過疎ソフト基金を充当させていただいた

ものの事業でございますけれど、農山村体験推進事業、それから２７年度創設しました医療従

事者の奨学金、それから結婚、妊娠、出産、育児等の啓発事業等々の２７年度におけます町の

重点施策のほうへ充当をさせていただいておるという状況にございます。なお、農山村体験事

業につきましては、今回の地方創生の上乗せ交付金が国費がつきましたので、これにつきまし

ては、基金のほうへ取り崩しをやめるという補正のほうを上げさせていただいております。以

上です。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 使ったことについてはとやかく言うつもりはありませんけども、これらが大

型プロジェクト事業に匹敵するのかどうかについては、多少私と議会がどういうふうに考えか

わかりませんけども、大型プロジェクトとはちょっと言いがたいのではなかろうかと思ってお

ります。もっとほかの予算で対応すべきでなかろうかと。それは一般財源が不足しているから、

このことについてということにはいたし方ございませんけども、やはり基本的には大型プロジ

ェクト事業に使ってこそ初めて事業効果は期待できると私は思っております。財政課長、そう

いうふうにお考えになりませんか。それは応急的に仕方がないということになるかも知れませ

んけども。 

○議長（加計雅章） 財政課長。 

○財政課長（信上英昭） 答弁が重複するかもしれませんけれども、この基金につきましては、今

後においても、地方創生等の町において重点施策、真に必要な施策のほうに充当させていただ

ければというふうに思っております。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） ずっと平行線になるかもしれませんけども、地方創生事業の中で重点事項に

使っていきたいということがございますけども、その中で、大型プロジェクトというのが見当

たらない以上、私はそちらのほうへ使うのはいかがかと、事業効果は果たして出るのかどうか

というのは疑問に思っております。時間ございませんので、次の４点目の課内室を設置されて

おります。そのことについて、当初こうした行政改革の中の一環として、機構改革は思惑どお

り機能しておるのかどうか、それがいかがなものだろうかというふうに私は思っております。

課内室の中で、室長というのはいないわけです。政策立案室が３名、徴収対策室が４名、環境

管理室が５名、子育て支援室が５名ということであります。こうした中で、きちっと課に分類
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するか、あるいは係に戻すかで対応できるのではなかろうかと思います。今のこうした機構改

革の一環として、こうした室、このことについて、果たして機能しているのかどうだろうか、

また、今後考える余地があるのかどうか、この点についてお伺いいたします。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 室の設置ということでございますが、現在、企画課の中に政策立案室、

これは平成２５年に設置をいたしました。税務課の中に徴収対策室、これは平成２０年でござ

います。町民課の中に環境管理室、これは平成１９年、福祉課の中に子育て支援室、これは平

成２０年でございます。農林課の中に新規就農推進室、これは平成２３年でございます。生涯

学習課の中に文化振興室、これは平成２５年でございますが、今現在設置をしております。先

ほど、室長がいないというご質問でございましたが、室長はおります。それぞれの室に室長を

設けております。それぞれの室におきまして専門的課題について取り組みを今現在行っている

ところでありまして、これまでも説明をさせていただきましたけれども、設置目的に沿った機

能を果たしておると考えております。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 室長おるということでありますけども、例えば企画課の中で、政策立案室が

３名ということになっております。これは企画課全体を含めますと、１０名という大所帯にな

ってきます。これは政策立案室でなくても企画係として十分ではなかろうかと思っております。

それと、今の生涯学習課の中で、生涯学習係が４名と、文化振興室が４名と、これやはり、こ

れも係で対応できるのではなかろうかと思うわけです。新規就農室に当たっては２人でござい

ます。室を設ける意味があるのかどうか、室でなければならない理由と、なぜ係でなくては対

応できないかと、この点についてお伺いいたします。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 係と室の違いということでございますけれども、先ほども答弁させてい

ただきましたように、専門的な課題について取り組むということもございましょうし、また、

外部に対する打ち出しという意味合いもあると思っております。そういった意味で、重点的に

取り組むという姿勢を示す意味でも、こういった室の設置を平成１９年でございますけれども、

行ってきたところでございます。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 専門的課題というのは、どこにも皆ありますよ。これを一つの理由に上げる

というのはいかがかなと。各係において、皆専門的な課題でしょ。一人一人皆幾つもの仕事を

抱えてやっております。これは全部専門的課題です。課で取り組むべき専門的課題と、果たし

てそれが、もちろんあります。これを一くくりにするということについては甚だ疑問感じます。

２人についていかがです。新規就農対策推進室２人、やはり外部に対してかなり効果的な要素

がございますか。いかがなんでしょうね。ちょっと私は非常に疑問感じます。人数が多いとき

には、それは課で分けて対応するとか、そういったことが必要ではなかろうかと思いますけど

も、いかがですか。 

○議長（加計雅章） 副町長。 

○副町長（空田賢治） 中田議員のご指摘の部分の課題はあると認識しております。確かにおっし

ゃるとおり、室長はおりますけれども、こうして議場説明員となる課長クラスの室長という、

今格付にはなっておりません。専門的課題について取り組むと。これら各室は、今現状として、
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庁内いろんな課にまたがるような施策ということについての取り組みをしているという部分で

室にしているという部分もあると思います。それを課長クラスじゃないところでどれだけでき

るのかという課題認識もありますので、人数が多いからいいということではないと思いますけ

れども、この室のあり方については、私この４月から来まして、どうなのかという部分いろい

ろあります。いいとこもあるし、変えていかなくちゃいけないご指摘の部分あると思いますの

で、少しちょっと見直しを考えていきたいと思っております。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 専門的な部分、それと各課以外にわたる調整機能と、これはまちづくりに係

る分として、ほとんどの職場がそういった課題を持っておるのではなかろうかと思います。一

つの課で、よその課に関係ないとすると、全くの縦割り行政でいきますが、やはりまちづくり

そのものは全課の連携のもとにいくべきだろうと思っております。副町長言われたように、も

う少し見直しの部分も含めて検討されることを希望します。それと、時間なくなりますので、

観光課、道の駅舞ロードにおりますけども、非常に目の届かない、また、外部から見ても、中

で何をしているのかよくわからないと。どれが職員なのかもよくわからないという状況ですね。

あそこの窓口から見えるかどうか。私、時々パスモの充填に行きますけども、課長の姿も奥に

行かなきゃ見えないという状況の中で、やはり本庁で、きちっと身近なところで業務をしてい

くべきだろうと思っております。なぜ舞ロード、あそこに行かなきゃならないのか、その点が

理解できないわけですが、ご説明願います。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 商工観光課につきましては、道の駅舞ロードＩＣ千代田の中にございま

す管理棟内に配置をしております。北広島町観光協会と並ぶ今状態で業務を行っております。

商工観光課の設置につきましては、平成２５年１０月に企画課の肥大する事務に対応するため、

また道の駅の整備のタイミングに合わせまして、企画課の観光部門及び商工部門、当時の産業

課の道の駅整備部門の業務をもって組織を改編したものでございます。商工観光課を道の駅管

理棟に配置いたしますことは、北広島町観光協会との密接な連携により、観光発信の拠点施設

として機能させる、こういったことが狙いで設置をしたものでございます。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 別に、課を分散することについて反対があるわけではないわけであります。

しかし非常に大きな課題といいますか、問題、政策を抱えながら、やはり町長に近いところで

業務をされたほうが非常に効果的ではなかろうかと思っておりますが、町長いかがにお考えで

すか、このことについて。 

○議長（加計雅章） 町長。 

○町長（箕野博司） 一長一短あるのはあるというふうに思っておりますけども、商工観光課が観

光協会と一緒になって進めておる観光ＰＲ、イベント等の取り組みや農山村の交流体験の推進

事業、これらは非常にうまくいくように連携が取れてきているというふうに思っております。

少し離れたところには場所があるわけでありますけども、本庁との連携も取りながら進めてい

かせてもらいたいというふうに思っております。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） もうあまり時間ございませんので、次の職員の資質向上、気力、接遇はどう

かということについてお伺いいたします。これは、議員の中にも随分といろんな苦情が出てま
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いります。各支所において、やはり何をしに来たんかという掛かりで、正面玄関入っていって

も、誰も対応してくれんと、これは今、各支所、皆議員の耳元に入ってきております。やはり

一番地域の方々に密接に接する部分でございますから、やはりお客さんとして来られたら、誰

かが入ってこられたら、来られたという感覚はわかるわけですから、すぐ対応できるはずなん

であります。なぜそれができないのか、なぜそういったクレームが我々の耳に入ってくるのか、

これ理解できないわけであります。各支所長、どういうふうにその接遇について教育されてい

るのか、お伺いします。 

○議長（加計雅章） 芸北支所長。 

○芸北支所長（成瀬哲彦） 芸北支所からお答えいたします。言われますように、各支所に来られ

たお客さん、まずはわからないところで来られますので、まず接遇が一番であろうかと思われ

ます。言われるように、私どもも常に来庁者に対しまして、まずはお声がけをして、まず、ど

ういうことでしょうかというご案内するのが一番だと思っております。こちらのほうも、常に

そのことは伝えまして、朝会を行うたびに必ずその接遇のこと、挨拶の練習等含めまして、皆

さんで確認しながら、まずは町民の方来られた時には、その接遇を一番にということを伝えて

いるところでございますが、先ほど申し上げられましたように、そういう風評が回っておりま

すのは非常に残念に思ってます。私どもも十分にまた帰りまして、そこを改めたいと思います。

以上です。 

○議長（加計雅章） 大朝支所長。 

○大朝支所長（齋藤幸司） 大朝支所のほうでございますが、係長を中心とした会議が毎週開催し

ておって、その中でも、議員が言われた接遇問題については重大な課題として周知していると

ころでございますが、いまだもってそういう苦情が入っているということは認識を持って、今

後ともその改善に、本庁総務課とともに取り組んでまいりたいと思います。 

○議長（加計雅章） 豊平支所長。 

○豊平支所長（多川信之） 豊平支所でございます。そういう町民の問い合わせがあるということ、

本当に反省しなければならないことだと思います。耳に直接届くこともあるのでありますけど

も、逐一、支所のほうにも、そういうことがありましたら連絡いただきたいと思います。また、

職員のほうには、本当に朝礼等、また挨拶等のリハーサル等行っていってる、士気を高めてい

るところでありますけども、まだまだ足りないところはあろうと思います。何よりも町民の方

が来られたら、まず誰かが声かけ、そして、その要望についても、できないという発想の前に、

どう対応できないだろうかという発想でやってほしいということも今後より伝えていきたいと

思っております。以上です。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 各支所から答弁いただきました。非常に模範的な答弁であります。しかし、

まず、何が必要なのかといったら、声が出てないんですよ。まず、朝の朝会、あるいは朝礼と

いうこともありましたけども、その中で、きちっと、各企業もやってるように、あるいは小売

店舗がやってるように、大手さんでは、コンビニ、そういった所、チェーン店でも必ずやって

ます。朝礼、あるいは集まった中で、事業が始まる前に挨拶の仕方、おはようございます、い

らっしゃいませ、大きな声を出す習慣づけをしてないと絶対に出ないです。ここを確認しまし

たというだけでは出ないです。それを実行してみてください。そういったクレームがつかない

ように、このことは予算必要ないんですよ。支所の対応が非常によくなったと言われるように、
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各議員の耳元にそれが入ってくるような協議というのが大事だと思っております。そういうふ

うに心がけてください。これは本庁においても一つのことです。立派な職員もおられます。中

には、しばらくして、カウンターからしばらくしないと出てきていただけないということもあ

る。こういった声を出す、そういったことを習慣づけていただきたいと思うわけであります。

これはきちっと、これは予算ということではありませんので、早速でも取り組んでいただきた

いと思っております。もう時間ございませんので、次にまいります。あるとこで、・・・・・

ですが、鶏舎へ無断で写真を撮りにいったと。非常にご立腹でございます。それと芸北の八幡、

これはビニールハウス、測量に行かれたということでありますが、何の断りもなしに行かれた

ということでご立腹でございます。なぜ、このようなことになったのかということをお聞きし

ます。 

○議長（加計雅章） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） 芸北地域でのハウスを現地に測りに行った時に、民地に職員が無断で入

って測ったということがありました。先般開催されました芸北地域の地域町政懇談会でお話し

いただきまして、早速、その後の対応について協議し、実施しているところでございます。も

う１件の鶏舎、そのことはちょっと聞いてないんですが、どのようなことだったのか、もう一

度お願いします。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） ・・・・・所の鶏舎、ここを無断で行政職員が写真を撮りに行ったというこ

とです。なぜ無断で行かれたのかということがわからない。 

○議長（加計雅章） 企画課長。 

○企画課長（山根秀紀） 今言われたのは企画課の職員のことでしょうか。・・・・・鶏舎を造っ

ておられるということで、いろいろ相談といいますか、お話に行かせていただいたことは、担

当職員が行かせていただいたことはありますけども、無断で撮ったという、そういった状況に

はないというふうに思っております。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 住民がみんな見ているわけですね。じゃあビニールハウスの関係は、何か周

知されましたか。その点をお伺いいたします。 

○議長（加計雅章） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） 当日は周知せずに行きました。その担当職員から聞いた話では、当日現

場に行ったところ、土地の所有者の方がいらっしゃらなかったと。探していたところ、いらっ

しゃったと。一応断って入らせてほしいということで入らせてもらったと。事前には周知せず

に行ったものですから、その方に対しては誠に申しわけないと謝罪したところでございます。

今後については、周知してなかったものですから、全町的な話でございますので、防災行政無

線、もしくは、そういうきたひろネットなんかの媒体を使わせていただいて、事前に放送させ

ていただいております。なおかつ、その該当のあるハウスの所有者の方には事前にはがきで通

知をさせていただいているところでございます。以上です。 

○議長（加計雅章） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 防災無線とか、きたひろネットであるとかいうことについては、本人の耳に

入らない場合があるわけです。はがきなら本人に届くかもしれませんけども、事前にコンタク

トをとっていかれるということが通常ではなかろうかと思うわけです。写真を撮りにいったこ
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とについて、行った覚えはないと言われるかもしれませんけども、これは本人が言われて耳に

入っておるわけであります。本人の了解なしに無断でそこを写真撮るなり、あるいは立ち入り

するなりということについては、これは非常に無礼千万であります。これは、今プライバシー

の問題、個人情報の問題、これは非常に行政は敏感になっております。ただ、町民については、

そのことは、我々は行政職員だからという高慢な態度がそこに出ているのではなかろうかと、

何のために要るのかと。これは、こういったことについて使いますと、ですから、ここの写真、

あるいは測量させてくださいと、納得でするならいいんですが、それを納得されずやりますと、

これは何のためにやるんだろうかと、町民の情報収集のためにスパイ活動やっているのと同じ

ことなんです。プライバシー侵害と同じことなんです。行政にこうした文書を求めますと、や

はり個人情報であるとか、非常に厳しく規制がありますけども、町民に対しては、そういう危

機感が皆さんにはないわけですね。皆さんといいますか、恐らくそういった態度をとられてい

る方は、町民には我々はいいんだということになるんではなかろうかと思いますが、その答弁

お願いします。 

○議長（加計雅章） 町長。 

○町長（箕野博司） 私が確認をさせてもらったところでは、そういう事実はないということを聞

いております。どこかで誤解等が生まれたのかもわかりませんけども、職員のほうからの報告

では、一応ハウスの部分も探してお願いをしてやらせてもらったということでありますし、鶏

舎のほうも、一応写真等はお願いをさせてもらったというふうには聞いております。ですが、

そういったことはないように、これからもやっていかなければいけないと思いますし、今のハ

ウスの調査については、短期間のうちにやっていかなければいけないということが出たようで

ありますけども、そういった行政ならできるというような意識は払拭していかなければならな

いというふうに思っております。 

○議長（加計雅章）中田議員 

○２番（中田節雄）これで質問を終わります。 

○議長（加計雅章）これで中田議員の質問を終わります。暫時休憩をいたします。２時１０分より

再開をいたします。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午後  ２時 ００分  休 憩 

 

午後  ２時 １０分  再 開 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

○議長（加計雅章） 再開をいたします。次に、１４番、田村議員。 

○１４番（田村忠紘） 田村忠紘でございます。４５年後の人口目標を聞くと題しまして、人口問

題について、若干私見を交えながらお伺いをいたします。国が進めております地方創生事業の

中で、地方の活性化と人口増対策を主たる目標に、若者にとって魅力あるまちづくり、人づく

り、仕事づくりを推進しようとしております。地方から都市への人口流出が続いております現
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実から、地方に活力を与え、地方の人口減少を食いとめることが狙いであります。過去、歴代

の政府によって地方の活性化に向けてさまざまな施策に知恵を絞ってこられましたが、人口の

大都市集中と過疎化と高齢化に悩む地方との格差は広がりを見せるばかりであります。中でも、

人、物、金が集中しております首都圏では、人口減少社会に入った現在でも、若者を中心に人

口流入が続いております。さらに、どのように受け止めて、どのように理解すればいいのか、

まことに理解に苦しむ事案が中央で議論されております。蓄えが豊富な高齢世代の人を都市圏

から地方に移転してもらう案であります。狙いは、高齢者に地方で生活してもらって、財布の

ひもを緩めてもらおうということでありますが、地方と都市との高齢化の差は、さらに拡大を

し、もくろみどおり高齢者が動いてくれて、財布のひもを緩めてくれるかは未知数であります。

また、国土交通省の検討段階でもありますが、三世代が同居するため、台所や浴室などの増改

築をする場合、工事費の一定割合を所得税から差し引くことを検討しております。このように

して、現政権は、５０年後も人口１億人を維持するために子育て支援などを柱とした１億総活

躍社会を打ち出しており、国土交通省も住宅面で、この政策に参画しております。北広島町で

は、国に先駆けて、合併以来、さまざまな若者定住策を講じてきたところであります。働き場

の確保に向けて、町内の立地企業に対して税制で優遇し、町内企業への就職支援、若者定住住

宅の建築、町内に定住のための住宅の建築及び増改築に対し、建築費の補助、空き家バンクの

設置、婚活の支援、きたひろネットの開局、児童医療費の補助、農山村体験交流、Ｕターン奨

励金制度、ふるさと夢プロジェクト等々であります。国が予測した４５年後、２０６０年の本

町の人口は９９６３人でありますが、本町の人口ビジョンでは１万２４７０人としております。

国の機関が推計したものより、２５００人多く設定しておられます。この積極的な構想には大

いに評価に値するものであります。国は目標達成のために地方創生事業の中で、今年度から２

０１９年度の５カ年で地方総合戦略の策定を求めております。本町では早速立ち上げ、検討が

重ねられているものと思います。まだ基本構想の域は脱していないと受けとめますが、その幾

つかについてお伺いをいたします。本町人口の自然増減状況を見ますと、死亡者数は平成２４

年をピークに緩やかに減少してきております。しかし、出生者数も緩やかに減っております。

ここ数年の状況で、出生と死亡との差は、毎年２００人前後の減で推移しております。社会増

がわずかながらプラスで推移しているとはいえ、現在１万９５００人の人口を４５年後に１万

２５００人に設定することは、４５年間で減少人口を７０００人で抑えることであり、単純に

割り算をいたしますと、１年間で１５６人の減で推移する必要があります。近年の人口推移の

状況から、決して不可能な数字ではありませんが、容易なことではないと思います。そこで、

次の４点をお伺いをいたします。まず、１点目、これまでも若者定住対策は前述のとおり実施

しております。新しい施策は、どのような案があるのかお伺いをいたします。 

○議長（加計雅章） 企画課長。 

○企画課長（山根秀紀） 企画課から回答させていただきます。移住や定住を考えるとき、その土

地が自分に合っているかどうかは大きな不安材料の一つとなります。そのような不安を解消す

るために、ある程度の期間滞在ができ、実際生活をして、その土地のことを実感したり、ゆっ

くり時間をかけて、住居や仕事を探したりできるお試し住宅の整備を現在検討しております。

この施設は、新たに建設するのではなく、町内にあります空き家を活用することを考えており

ます。 

○議長（加計雅章） 田村議員。 
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○１４番（田村忠紘） 体感をしていただく制度を考えるということであります。結構なことであ

りますが、これは単身者、妻帯者、どちらともやられるわけですか。 

○議長（加計雅章） 企画課長。 

○企画課長（山根秀紀） 細かな制度設計はこれからでございますので、今言われました点につい

て、まだ、これから検討してまいります。 

○議長（加計雅章） 田村議員。 

○１４番（田村忠紘） 目標年度は、そうすると、２９年ということになりましょうか。 

○議長（加計雅章） 企画課長。 

○企画課長（山根秀紀） 来年度に、このお試し住宅を今言われました、どういった方を対象にす

るのか、また、どこに設置するのかといったところも検討しながら、制度を考えていきたいと

思いますので、その制度のでき次第ではありますけども、遅くとも２９年度にはスタートした

い。できればもっと早くスタートできればというふうには思っております。 

○議長（加計雅章） 田村議員。 

○１４番（田村忠紘） わかりました。それでは２番目の人口ビジョンで意見募集をしておられま

すが、現在までどのような声が上がっておるのか、お知らせをいただきたいと思います。 

○議長（加計雅章） 企画課長。 

○企画課長（山根秀紀） 意見募集につきましては、１０月１６日から２２日までの間、町内に居

住している方、町内の学校に在学している方、町内の企業へ勤務する方を対象に実施をしてお

ります。また、計画策定に当たっては、平成２５年、２６年度に町内へ転入された方へのアン

ケート、定住者、子育て中の方を対象にした懇話会を実施をし、意見を伺っております。北広

島町で生活する中で、自然環境、自然条件に恵まれている点がよいとされ、買い物などの日常

生活が不便、交通の便が悪いなどが困り事として意見が多く寄せられております。定住するに

当たりましては、移住・定住体験、先ほどのお試し住宅ですけども、この提供や空き家の詳細

な状況、移住者の生活状況の紹介など、定住関連情報の充実が大切だとの意見がございました。

また、子育てをする上では、子供の安全を確保でき、遊具等が整備された公園の充実、公共施

設、民間商業施設等へのおむつがえ、授乳スペースの確保等が上げられております。これらの

意見は総合戦略で取り組むべき施策として現在具体的な事業の検討をしております。 

○議長（加計雅章） 田村議員。 

○１４番（田村忠紘） まだ、これも募集期間が過ぎた分を今言われたわけですね。これから、ま

だ幅広く意見を聞かれるというようなことを考えておられますか。 

○議長（加計雅章） 企画課長。 

○企画課長（山根秀紀） 総合戦略につきましては策定が完了しました。ですが、これから来年度

にかけて、第２次の長期総合計画を策定をしてまいります。その計画策定に当たって、多くの

方から意見をいただきたいと思ってますので、この総合戦略というのは、長期総合計画のある

意味骨格の部分になろうと思います。そういった意味で、さらに広い範囲の本町の将来の計画

を作っていくという意味で、さらに、多くの意見をいただきたいと考えております。 

○議長（加計雅章） 田村議員。 

○１４番（田村忠紘） できるだけ多くの意見を集めたいということでありますが、今回の調査さ

れた対象が本町内に勤務、あるいは学校に行っておられる方という、本町内に限られたような

範囲であったと思いますが、これからは、もっと幅広く一般の方のご意見等も、提言等も聞か
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れるような方法をやられたらどうだろうかというふうに思います。今年の成人式に教育委員会

が新成人に対してアンケートをとっておられますが、ご承知かどうかわかりませんが、非常に

参考になる回答がありますので、ここでちょっと披露させていただきますと、アンケートをお

願いした対象は１４５人でありましたが、回答してくれた人が５３名、男が２３、女子が３０

であります。その内訳は、住んでいる地域で、千代田地域が２４人、大朝地域が８人、芸北地

域が６人、豊平地域が７人、広島市が８人、こういう内訳であります。まず、最初の設問は、

あなたは今後も北広島町に住み続けたいと思いますかという設問であります。こういう回答で

あります。一番多かったのが、ぜひ住み続けたい、これが８人、できれば住み続けたい、２０

人、合わせて２８人がこの町に住みたいということであります。逆に、住みたくないという回

答が６人、あと、わからないが１９人、こういうふうになっております。また次の設問ですが、

住みたいと回答した２８人のその理由について聞いておられます。地元が好きだから等の地元

志向が７人、自然と空気がいいというのが４人、平和だからというのが２人、親を見ておきた

いからと、生まれ育った場所で子育てをしたいが、各１人、神楽があるからが１人、地域の人

がいい人だからというのが１人、その他が３人で、無回答が８人でありました。今の中で、住

みたくないに回答した６人のその理由について聞いてあります。人がよくない、これが２人、

便利が悪い、２人、仕事がない、あるいはお店がないというのが各１人、田舎だから、電車が

ない、これが各１人、無回答が１人と、こういうことになっております。次の設問です。町の

活性化に重要な取り組みは何だと思いますか。この問いに対して、１が、町の人口増加対策、

２が少子化対策、３が教育の充実、４が商工業の充実、５が観光事業の充実、６が町民協働事

業の推進、こういうふうになっております。次の設問であります。北広島町の自慢は何だと思

いますか、こういう問いに対して、１番は、自然、２番が神楽、３番が花田植え、４番が米、

５番が水、６番が人のつながり、こういう結果でありました。この調査は、構えて書いていた

だいたものではないと思います。当日、成人式に参加してくれた新成人が平素頭の中にあるも

のを正直に書いてくれたものだというふうに理解をします。今発表したもので、どのようにお

考えでしょうか、企画課長。 

○議長（加計雅章） 企画課長。 

○企画課長（山根秀紀） 成人者の皆さんは、本町のすばらしいとこよく見ていただいているなと

いうふうに思います。やはりそれを我々はしっかりと守って発展させていく必要があろうかと

思います。その住みたくないと言われた方の理由ですけども、なかなか便利をよくするという

のは非常に難しい状況にありますけども、少しでも改善できる範囲で、常にそれを改善をして

いくという取り組みが必要であると思いますし、仕事につきましては、求人倍率そのものは５

倍を超えておりますけども、マッチングといいますか、自分たちがつきたいと思われている仕

事とのマッチングがいってないのかなというところもちょっと感じます。ビジネスマッチング

プロジェクトをやっていきたいというお話をさせていただいておりますけども、そういった部

分も含めて、町内に多くの企業が立地をしていただいて、働ける環境というのは整えていただ

いてます。それをしっかりと満たすと言いますか、町内の人に就業していただく、そのための

施策、それが何であるのか、それもやはり探っていかなければいけないというふうに思います。 

○議長（加計雅章） 田村議員。 

○１４番（田村忠紘） 住みたくないと回答した中に、仕事がないというのがあるんですが、これ

は町内企業は応募のほうが少ないというようなことになっておるんですが、選択の範囲が限ら
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れているということがあります。そこで、本町の県営の工業団地、この前、大宅盤がようやく

喜ばしいことに購入先が決まっております。現在、県の工業団地で約何割まだ売れていないこ

とになりましょうか。突然で申しわけないんですが。 

○議長（加計雅章） 商工観光課長。 

○商工観光課長（隅田好則） 分譲率ということだと思いますので、商工観光課のほうから回答さ

せていただきたいと思います。千代田工業流通団地につきましては、この１２月１０日にＩ区

画、Ｈ区画、Ｊ区画のほうの売買契約のほうが成立をしております。議会のほうには、報告の

ほうが結果をもって報告をさせていただくということで遅くなっておりますけれど、そういう

ことがありまして、分譲率につきましては、ほぼ９８％強、９８％超えると思うんですが、そ

れぐらいの分譲率と今なっております。報告につきましては、またさせていただきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（加計雅章） 田村議員。 

○１４番（田村忠紘） 今のアンケートの中で特に注目したいことがあります。神楽があるので、

この町におりたいということであります。こういう例は私も何件か今まで知っております。高

校を卒業しても神楽があるので、町に出られんということで、それだけ神楽が大きな力を持っ

ておるということを、ここで皆さんに認識をしていただきたいわけであります。文化財で大変

貴重なものでもありますし、観光にも随分役立っております。人を引き止める大きな力を持っ

ているということを認識をしていただきたいと思います。そこで、教育委員会のほうへお聞き

をしてみるんですが、今、高校では大変盛んに神楽やっておりますが、小中学校で、そういう

動きが何かできないものだろうか、カリキュラムに組み入れなくても、何かできないものだろ

うかという、いきなり質問してみるんですが、いかがでしょうか。 

○議長（加計雅章） 教育長。 

○教育長（池田庄策） 小中学校の神楽にかかわったいろんな活動でございますが、全て調べたわ

けではございません。芸北中学校は、神楽部というのをつくりまして、その時期になりますと、

特設のクラブ活動で西中国子供神楽のほうに出たりしております。それから千代田地域は、学

校ではございませんが、それぞれの地域の神楽団に属している生徒もたくさんおります。同じ

く豊平地域でも神楽団というのも聞いたこともございますし、大朝もそういう形で、中学生が

かかわったり、小学生から大塚の子供神楽というのがございます。また、学習発表会で、神楽

の囃子を使ったいろんな発表もしている学校もございますので、全て合わせますと、かなりの

学校で神楽に関わる取り組みはやっております。以上です。 

○議長（加計雅章） 田村議員。 

○１４番（田村忠紘） それでは次にまいります。重点目標の中に、結婚支援があります。現在も

福祉課のほうで婚活をやっておられますが、始めて以来、今日までの実績についてお伺いいた

します。 

○議長（加計雅章） 商工観光課長。 

○商工観光課長（隅田好則） 平成２４年度から北広島町商工会青年部の主催、商工会女性部の協

力によりまして若者定住促進事業婚活イベントが実施をされております。結婚につながったカ

ップルは４組と報告を受けております。また、現在も交際中のカップルが複数組あるとの報告

も受けております。課題につきましては、結婚されたカップルが町内への定住につながるきっ

かけとなる支援施策について町において検討してほしいと主催者であります商工会青年部より
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意見を伺っております。総合戦略でも重要な課題として掲げておりますので、定住につながる

施策を検討してまいりたいと思っております。 

○議長（加計雅章） 田村議員。 

○１４番（田村忠紘） 福祉課も頑張っておられますが、報告をお願いします。 

○議長（加計雅章） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 福祉課からお答えします。平成２６年度、昨年度から独身者に対しまし

て、より魅力的な人を目指して、ワークショップを開いて、結婚に結ぶつくよう、そっと後押

しを行う取り組みを行っております。その中で、講座の中で、参加された方が外見磨きと内面

の磨きの両面から取り組んだということで、人間力を磨くことができて自信がついたというよ

うなご意見もいただいておりますし、参加者の中には、他地域の婚活パーティーに参加されて

カップリングになったということも聞いております。以上です。 

○議長（加計雅章） 田村議員。 

○１４番（田村忠紘） 課題と反省点があればお願いします。 

○議長（加計雅章） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 課題と反省点につきましては、未婚率の上昇の要因につきましては、個

人の価値観や結婚観の変化が上げられますけども、他の要因の一つとしまして、昔は広く普及

しておりましたお見合いという慣習が衰退したことによって、男女の出会いが減ってきたとい

うこともあるようです。お見合いが減って恋愛結婚が主流となった今、恋愛ができないと、結

婚もできないという事態にもなってきておると思います。ある講演の中で、講師が、結婚はで

きるものではなく、するものだということをはっきりおっしゃっておられました。その結婚す

るものとして必要なことについては、まず、本人が結婚したいという思いを強く持つというこ

と、それから２つ目が、自分が人を好きになるということ、そして好きになった人から好かれ

ることというふうな話をされました。独身の方がこうした力を身につけるということと、出会

いの場を増やす環境が今求められていると思います。未婚化、晩婚化対策の必要な課題としま

して、もっと地域や職場等において、世話役になる人、おせっかい役ということが必要ではな

かろうかというふうに課題として思っております。 

○議長（加計雅章） 田村議員。 

○１４番（田村忠紘） なかなか成果に結びつくということは大変なことでありますが、商工観光

課と福祉課それぞれこれからも頑張ってやってもらえましょうか。 

○議長（加計雅章） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 来年度からの具体的な取り組みとしまして、これまでどおり、独身者の

方が気軽に参加できる講座、魅力アップ講座を進めるとともに、町独自の婚活イベントの開催

を考えております。また、商工会を初め地域の民間団体等が主催する出会いサポート活動に対

しても支援など行っていきたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（加計雅章） 商工観光課長。 

○商工観光課長（隅田好則） 町長、企画課長等々も言っておりますけれど、総合戦略の中で、町

内マッチングプロジェクト等々、商工観光課が担うべき仕事があると思っております。そうい

う観点も含めながら、定住対策につきましては、商工観光課としても今以上に取り組んでまい

りたいと思っております。 

○議長（加計雅章） 田村議員。 
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○１４番（田村忠紘） 最後に、教育委員会にお尋ねをいたします。ふるさと教育の実践状況とそ

の成果、さらに、今後の取り組みについてお伺いいたします。 

○議長（加計雅章） 学校教育課長。 

○学校教育課長（石坪隆雄） ふるさと教育の実践状況と成果、今後の取り組みについての具体的

な案はというご質問だと思います。北広島町では、少子高齢化が進んでおり、将来の人口減に

起因する町の活力低下が懸念をされております。本年度から、北広島町総合戦略の中で、北広

島ふるさと夢プロジェクトを位置づけ、将来、北広島に住みたい、北広島のために貢献したい

と思える子供の育成を図るための事業を実施しています。今年度の具体的な内容でございます

が、３年生は、町内社会見学、４年生は、カープ２軍観戦、６年生は、夢実現講演会と、ロケ

ットを飛ばしました。５年生につきましては、雪まつりを計画をしております。この事業を通

じて、町内で児童生徒が同じ体験をすることで、町内には多くの友達がいることを認識させ、

仲間意識の醸成や閉塞感の払拭につなげます。まだ、始めたばかりでございますので、成果は

具体的数値としてはわかっておりませんけども、子供たちのアンケートでは、北広島町のすば

らしさやよさを学んだ、他の学校の児童と生徒と交流して楽しかった。ロケットを作るとき、

知らない友達としっかり協力して作れてよかったなどの意見がございました。少しずつ北広島

町に愛着を持つ子供たちが育っていると確信をしております。今後の取り組みでございますけ

ども、各学校で、地域の協力を得て実践をしていきます。具体的には、川ガキ・茅プロジェク

トを継続していくほか、中学校については、現在のキャリア教育を変化させ、北広島型キャリ

ア教育にチャレンジをしていく取り組みでございます。以上でございます。 

○議長（加計雅章） 田村議員。 

○１４番（田村忠紘） 今のプロジェクトの中で、町内、修学旅行全部一緒に連れて行くんだとい

うような話があってましたが、これは実現にはならんのでしょうか。 

○議長（加計雅章） 教育長。 

○教育長（池田庄策） 町内の小学生の修学旅行については、可能であれば一つにしたいというこ

とがございますが、既に来年度につきましては、各学校予約をしております。このプロジェク

トも先行しつつ、これからどのような形でできるかというのを考えていきたいと思っておりま

すが、夢プロジェクトの中で、来年は子供たち、小学校５年生全てで町内の宿泊体験を同一に

しようということは、今かなり進んでおりますので、こちらからは、先に実現できると思って

おります。修学旅行につきましては、しばらく時間が要ると思っております。 

○議長（加計雅章） 田村議員。 

○１４番（田村忠紘） 教育委員会にお願いをしますが、今年、アンケート非常にいいものやって

いただいたので、来年の成人式にまたやってもらうことはできませんか。 

○議長（加計雅章） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（佐々木直彦） 成人式は１月１０日の日曜日でございます。また、そのように取

り組んでいければと思っております。 

○議長（加計雅章） 田村議員。 

○１４番（田村忠紘） ぜひお願いいたします。それと同時に、教育委員会だけにこの情報を持ち

置かずに、行政のほうにもこの情報を渡していただいて、一緒に人口定住に向けていけるよう

に、一つその辺をお願いいたしまして、私の質問を終わります。 

○議長（加計雅章） これで田村議員の質問を終わります。昨日、中村議員の質問に対する答弁が
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間違っておりますので、これの訂正を許します。農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） 農林課です。昨日、中村議員からの一般質問において、非主食用米であ

る加工用米の本年度の実績面積と来年度の計画面積について誤った回答をしましたので、訂正

させていただきます。昨日は、加工用米を本年度２７．２ｈａ、来年度３２．２ｈａと回答さ

せていただきましたが、正解は、本年度９５ｈａで、来年度１００ｈａを見込んでいます。訂

正させていただき、お詫び申し上げます。 

○議長（加計雅章） これで一般質問を終わります。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第２ 議案第１１５号 財産の取得について 

 

○議長（加計雅章） 日程第２、議案第１１５号、財産の取得についてを議題とします。本案につ

いて提案理由の説明を求めます。箕野町長。 

○町長（箕野博司） それでは議案第１１５号について概要を説明いたします。議案第１１５号、

財産の取得について説明します。本案は、財産を取得することについて、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定により、町議会の議決を求めるも

のです。よろしくお願いします。詳細につきましては、担当のほうから説明いたします。 

○議長（加計雅章） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） 議案第１１５号、財産の取得について、農林課からご説明申し上げます。 

  議案の１ページをお開きください。１、物件名、事業用機械器具、林業仕様バックホー。２、

納入場所、北広島町細見多目的農業倉庫。３、買入価格８０５万４６４０円。４、契約の相手

方、広島県山県郡北広島町細見７２３番地、株式会社齋藤商会、代表取締役斎藤愛生。５、納

入期限、平成２８年３月１５日。薪ボイラーに利用する原木の受け入れや加工に使用する林業

仕様のバックホーを財産取得するものでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（加計雅章） これをもって提案理由の説明を終わります。本案については、後日、審議、

採決を行います。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第３ 議案第１１６号 財産の取得について 

 

○議長（加計雅章） 日程第３、議案第１１６号、財産の取得についてを議題とします。本案につ

いて提案理由の説明を求めます。箕野町長。 

○町長（箕野博司） 議案第１１６号、財産の取得について説明します。本案は、芸北中学校建築

に伴う家具等一式として財産を取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得または処分に関する条例第３条の規定により町議会の議決を求めるものです。詳細につい

ては担当から説明します。 

○議長（加計雅章） 学校教育課長。 

○学校教育課長（石坪隆雄） 議案第１１６号、財産の取得について、学校教育課からご説明をさ
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せていただきます。議案２ページをご覧ください。１、物件名、芸北中学校建築に伴う家具等

一式。２、納入場所、山県郡北広島町川小田１００７５番地９０。３、購入価格１６９４万４

２２８円。４、契約の相手方、広島県山県郡北広島町壬生２５０番地１、株式会社文化堂、代

表取締役吉田完治。５、納入期限、平成２８年３月１８日。芸北中学校建築に伴う生徒等の机

などの備品の財産取得するものでございます。ご審議のほどよろしくお願いします。以上でご

ざいます。 

○議長（加計雅章） これをもって提案理由の説明を終わります。本案については、後日、審議、

採決を行います。以上で、本日の日程は全部終了いたしました。これで散会いたします。次の

本会議は１７日、議案の審議、採決となっておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午後  ２時 ５３分  散 会 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 


